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調
査
の
目
的

　黄
河
と
淮
河
（
歴
史
上
は
淮
水
と
呼
ぶ
）
に
挟
ま
れ
た
淮
北
平
原
は
、
中
国
古
代
史
上
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
き
た
。
淮
北

平
原
と
は
黄
河
と
長
江
に
は
さ
ま
れ
た
淮
河
か
ら
北
の
黄
河
に
つ
ら
な
る
平
原
で
あ
り
、
黄
河
が
氾
濫
し
た
と
き
に
は
黄
河
も
山
東
丘
陵

の
南
、
こ
の
平
原
を
淮
河
に
向
か
っ
て
流
れ
、
汝
河
、
穎え

い

河が

、
渦か

河が

な
ど
の
支
流
も
平
行
し
て
淮
河
に
注
い
で
い
る）

（
（

。
春
秋
時
代
末
期
に

孔
子
（
前
五
五
二
～
前
四
七
九
）
が
魯
の
国
を
出
て
、
弟
子
た
ち
と
と
も
に
十
四
年
間
（
前
四
九
七
～
前
四
八
四
）
に
わ
た
る
放
浪
の
旅

に
出
た
と
き
に
、
訪
れ
た
の
は
小
国
の
衛
、
曹
、
宋
、
鄭
、
陳
、
蔡
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
淮
北
平
原
に
位
置
し
て
い
た
。『
論

語
』
に
よ
れ
ば
、
孔
子
が
衛
の
国
で
は
衛
の
霊
公
か
ら
戦
陣
の
こ
と
を
問
わ
れ
た
と
き
に
、
軍
旅
の
こ
と
は
ま
だ
学
ん
で
な
い
と
答
え
た

（
巻
第
八
衛
霊
公
第
十
五
）。
宋
の
国
で
は
桓か

ん

魋た
い

に
襲
わ
れ
て
、「
桓
魋
其
れ
予わ

れ
を
如
何
」（
桓
魋
ご
と
き
に
な
に
が
で
き
よ
う
）
と
言
っ

て
生
き
延
び
て
い
る
（
巻
第
四
述
而
第
七
）。
鄭
の
国
で
は
、『
史
記
』
巻
四
七
孔
子
世
家
に
よ
れ
ば
、
孔
子
が
弟
子
た
ち
と
は
ぐ
れ
て
鄭
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の
国
都
の
城
郭
の
東
門
で
た
た
ず
ん
で
い
る
と
、
鄭
の
人
々
か
ら
「
喪そ

う

家か

の
狗
」（
葬
儀
を
出
し
て
餌
も
与
え
ら
ず
に
疲
れ
切
っ
た
狗
）

の
よ
う
だ
と
形
容
さ
れ
た
と
い
う
。
陳
の
国
で
は
三
年
も
滞
在
し
な
が
ら
、「
帰
ら
ん
か
、
帰
ら
ん
か
」
と
い
い
陳
を
去
る
（『
論
語
』
巻

第
三
公
冶
長
第
五
）。
陳
と
蔡
の
国
の
間
で
は
、
い
よ
い
よ
食
糧
も
尽
き
、
弟
子
た
ち
は
疲
労
か
ら
立
ち
上
が
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。

弟
子
の
子
路
は
孔
子
に
「
君
子
も
亦
た
窮
す
る
こ
と
有
る
か
」
と
皮
肉
を
い
っ
た
（『
論
語
』
巻
第
八
衛
霊
公
第
十
五
）。
孔
子
は
、
否
定

的
な
話
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
れ
ら
の
小
国
を
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
訪
れ
た
の
か
、『
論
語
』
は
何
も
語
っ
て
く
れ
な
い
。
何
よ
り
も
こ
れ

ら
の
国
々
が
ど
の
よ
う
な
国
で
あ
っ
た
の
か
、
気
に
な
っ
て
く
る
。
孔
子
に
は
拒
否
的
で
あ
っ
た
小
国
は
、
実
際
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

　司
馬
遷
は
そ
の
ヒ
ン
ト
を
『
史
記
』
巻
二
九
河
渠
書
で
示
唆
し
て
く
れ
る
。
河
渠
書
と
は
中
国
古
代
の
水
利
の
歴
史
を
ま
と
め
た
水
利

の
通
史
で
あ
り
、
春
秋
戦
国
時
代
の
水
利
を
述
べ
た
箇
所
で
、
黄
河
の
滎け

い

陽よ
う

か
ら
東
南
に
引
い
た
鴻こ

う

溝こ
う

と
い
う
運
河
が
、
宋
、
鄭
、
陳
、

蔡
、
曹
、
衛
を
通
過
し
、
濟
水
、
汝
水
、
淮
水
、
泗
水
と
合
流
し
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
鴻
溝
と
は
、
秦
王
（
の
ち
の
始
皇

帝
）
の
軍
隊
が
統
一
直
前
に
魏
の
都
大
梁
（
現
開
封
）
を
攻
撃
し
た
際
に
、
決
壊
さ
せ
て
水
攻
め
に
し
た
運
河
で
あ
っ
た
。
楚
王
項
羽
と

漢
王
劉
邦
が
天
下
を
二
分
し
た
と
き
に
も
、
鴻
溝
を
挟
ん
で
東
に
項
羽
軍
、
西
に
劉
邦
軍
が
城
を
築
い
て
対
峙
し
、
東
西
二
分
の
形
勢
を

作
っ
た
。
そ
の
鴻
溝
が
孔
子
が
訪
れ
た
小
国
を
通
過
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
る
の
か
。

　そ
の
疑
問
を
解
く
た
め
に
、
す
で
に
訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
衛
は
別
に
し
て
、
南
か
ら
蔡
、
陳
、
宋
、
曹
な
ど
の
地
を
調
査
す
る
計
画
を

立
て
、
二
〇
一
八
年
六
月
二
二
日
か
ら
二
九
日
ま
で
七
泊
八
日
の
旅
を
決
行
し
た
。
安
徽
省
を
中
心
に
、
河
南
省
、
江
蘇
省
、
山
東
省
の

四
省
が
交
わ
る
重
要
な
地
域
で
あ
る
。
本
稿
は
淮
北
平
原
調
査
記
と
し
て
、
旅
程
に
合
わ
せ
て
そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
同

行
者
は
邉
見
統
（
学
習
院
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）、
段
宇
、
荘
卓
燐
（
と
も
に
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
科
大
学
院
博
士
後
期
課

程
在
学
）
で
あ
っ
た
。
と
く
に
段
宇
は
淮
北
平
原
の
淮
北
市
の
出
身
、
こ
の
地
の
事
情
に
精
通
し
て
お
り
、
綿
密
な
計
画
を
立
て
て
く
れ
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た
。
仲
介
し
た
の
は
日
中
平
和
観
光
株
式
会
社
の
今
井
絵
美
氏
、
現
地
の
洛
陽
王
朝
国
際
旅
行
社
と
連
携
し
、
宿
泊
の
手
配
だ
け
で
な
く
、

ガ
イ
ド
（
陳
軍
志
氏
）
と
ド
ラ
イ
バ
ー
（
李
海
楽
氏
）
を
確
保
し
て
い
た
だ
い
た
。
車
は
ト
ヨ
タ
・
ハ
イ
エ
ー
ス
を
モ
デ
ル
に
し
た
六
人

乗
り
の
中
国
車
（
金
杯
海
獅
）
の
ワ
ゴ
ン
（
図
（
）、
車
高
も
高
く
、
難
所
も
走
行
で
き
、
結
局
全
走
行
距
離
は
予
想
外
の
三
千
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
に
も
達
し
た
。
現
在
の
中
国
で
は
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
に
よ
る
カ
ー
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
が
進
ん
で
お
り
、
短
期
間
に
多
く
の
史
跡
、
博
物
館

を
回
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
ス
マ
ホ
に
は
「
行
図xingtu

」
と
い
う
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
と
く

に
移
動
場
所
の
位
置
、
地
勢
は
す
ぐ
に
確
認
で
き
た
。
車
で
通
過
す
る
河
川
の
名
称
を
事
前
に
知
る
こ
と
が
で
き
、
車
窓
か
ら
も
余
裕
を

も
っ
て
写
真
撮
影
も
で
き
、
標
高
海
抜
の
デ
ー
タ
も
す
ぐ
に
得
ら
れ
た
。

　調
査
前
に
東
海
大
学
情
報
技
術
セ
ン
タ
ー
の
恵
多
谷
雅
弘
、
中
野
良
志
両
氏
を
訪
ね
、
調
査
地
の
地
勢
は
衛
星
画
像
か
ら
だ
い
た
い
頭

の
中
に
入
れ
て
行
動
し
た
。
調
査
後
も
セ
ン
タ
ー
を
再
訪
し
て
、
画
像
と
現
地
踏
査
の
情
報
を
つ
き
あ
わ
せ
た
。
淮
北
平
原
は
い
わ
ゆ
る

筆
者
が
強
調
し
て
き
た
「
東
方
大
平
原
」
の
一
部
で
あ
り
、
黄
河
と
淮
河
の
間
の
東
南
に
緩
や
か
に
傾
斜
す
る
平
原
で
あ
る
（
九
三
頁
図

参
照
）。
そ
の
た
め
に
黄
河
が
と
き
に
洪
水
を
契
機
に
南
流
す
る
。
そ
の
痕
跡
は
廃
黄
河
の
故
道
と
し
て
衛
星
画
像
で
も
確
認
で
き
、
現

黄
河
の
河
道
よ
り
も
氾
濫
原
が
大
き
く
見
え
た
。
淮
河
に
流
入
す
る
支
流
は
、
西
か
ら
汝
河
（
汝
水
）、
穎
河
（
穎
水
）、
渦
河
（
渦
水
）

な
ど
、
西
北
か
ら
東
南
に
向
け
て
直
線
的
に
平
原
を
流
れ
て
い
る
。
衛
星
画
像
で
は
市
、
県
鎮
の
都
市
が
白
い
斑
点
の
よ
う
に
見
え
、
こ

の
平
原
で
は
非
常
に
密
集
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
古
代
以
来
の
地
名
に
も
丘
の
字
を
含
む
も
の
が
多
く
（
楚
丘
〈
宋
の
都
〉・
葵
丘

〈
斉
の
桓
公
の
会
盟
地
〉・
太
丘
〈
宋
の
祭
祀
の
場
〉・
雍
丘
・
敬
丘
・
頓
丘
・
沙
丘
〈
趙
の
離
宮
、
始
皇
帝
の
逝
去
地
〉・
公
丘
・
蛇
丘
・

陶
丘
〈
曹
の
都
〉・
陽
丘
・
高
丘
〈
と
も
に
後
述
の
鄂が

く

君く
ん

啓け
い

節せ
つ

銘
文
の
地
名
〉・
垂
丘
〈
後
述
の
楚
の
金
幣
銘
〉・
貝
丘
〈
斉
襄
公
の
狩
場
、

『
管
子
』
巻
第
七
大
匡
第
十
八
〉・
沛
丘
〈
斉
襄
公
の
狩
場
、『
史
記
』
斉
太
公
世
家
〉・
宛
丘
〈
詩
経
陳
風
〉・
崢
丘
〈
斉
桓
公
の
と
き
の

戦
場
〉
な
ど
）、
平
原
の
都
市
の
立
地
は
、
よ
り
小
高
い
洪
水
の
危
険
の
な
い
土
地
が
選
ば
れ
た
。
楚
文
字
（
近
年
楚
国
の
竹
簡
文
書
が
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出
土
し
、
戦
国
時
代
の
楚
の
文
字
の
実
例
が
増
え
て
き
て
い
る
）
の
丘
の
字
形
（

）
は
、
鄂
君
啓
節
に
見
る
よ
う
に
、
高
台
に
人
二
人

が
な
ら
ぶ
形
を
表
し
て
い
る
。
調
査
で
訪
れ
た
史
跡
も
、
海
抜
デ
ー
タ
を
で
き
る
だ
け
記
録
す
る
こ
と
を
続
け
た
。
淮
河
は
そ
の
支
流
に

比
べ
て
湾
曲
し
た
流
れ
が
特
徴
で
あ
る
の
は
、
淮
河
の
南
は
北
と
比
較
し
て
大
別
山
系
の
丘
陵
（
江
淮
丘
陵
と
も
い
う
）
が
広
が
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
河
川
が
直
流
し
な
い
で
、
湾
曲
す
る
の
は
丘
陵
を
迂
回
す
る
か
ら
で
あ
る
。

○
六
月
二
二
日

　羽
田
発
午
前
八
時
四
〇
分
、
Ｍ
Ｕ
五
七
六
便
に
搭
乗
し
、
上
海
浦
東
空
港
に
は
十
時
半
に
到
着
し
た
。
上
海
浦
東
空
港
十
五
時
二
五
分

発
Ｍ
Ｕ
五
四
六
三
の
国
内
便
に
乗
り
換
え
て
南
京
の
南
上
空
を
通
過
し
て
安
徽
省
省
都
の
合
肥
の
北
西
郊
外
三
一
・
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の

新
橋
国
際
空
港
に
一
六
時
五
五
分
に
着
陸
し
た
。
長
江
は
南
京
付
近
で
北
流
し
て
い
る
の
で
、
意
外
に
も
南
京
よ
り
も
合
肥
の
方
が
南
に

位
置
す
る
。
空
港
か
ら
迎
え
の
車
で
そ
の
ま
ま
安
徽
省
寿
県
に
向
か
い
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
続
く
安
豊
塘
の
水
利
施
設
を
調
査
し
た
。

【
安
豊
塘
】

　安
豊
塘
は
旧
名
芍し

や
く
ひ陂

（
現
代
中
国
語
音
で
チ
ュ
エ
ペ
イquèbēi

）
と
い
い
（『
漢
書
』
地
理
志
で
芍
陂
、『
唐
書
』
地
理
志
で
は
安
豊

塘
と
呼
ぶ
）、
春
秋
時
代
の
楚
の
荘
王
（
在
位
前
六
一
三
～
前
五
九
一
）
の
と
き
に
、
令
尹
（
丞
相
）
の
孫
叔
敖
（
前
六
三
〇
～
前
五
九

三
）
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
灌
漑
施
設
で
あ
り
、
大
き
さ
を
変
え
な
が
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
機
能
し
て
い
る
。
戦
国
時
代
の
漳
水
渠
、

都
江
堰
、
鄭
国
渠
と
中
国
古
代
四
大
水
利
施
設
と
並
び
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
現
在
の
水
利
施
設
か
ら
古
代
の
水
利
の
機
能

を
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
寿
県
城
の
南
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
に
あ
る
が
、
造
営
さ
れ
た
の
は
楚
が
寿
県
城
東
南
の
寿
春
域
に
遷

都
す
る
前
の
こ
と
で
あ
る
。
安
豊
塘
の
北
岸
に
は
孫
叔
敖
記
念
館
（
楚
相
祠
、
芍
陂
祠
、
安
豊
塘
祠
、
孫
公
祠
と
も
い
う
）
が
あ
り
、
安

豊
塘
の
歴
史
、
機
能
な
ど
の
展
示
が
あ
っ
た
。
こ
の
あ
と
訪
れ
る
寿
県
博
物
館
と
安
徽
博
物
院
（
合
肥
）
に
も
安
豊
塘
関
係
の
展
示
が
あ

る
。
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　楚
の
荘
王
は
春
秋
の
五
覇
に
数
え
ら
れ
る
君
主
で
、
孫
叔
敖
は
淮
水
上
流
の
期
思
（
現
在
の
河
南
省
淮
濱
市
）
出
身
の
政
治
家
で
あ
っ

た
。
孫
叔
は
字
で
あ
り
、
姓
は
蔿ぎ

、
名
は
敖
、『
史
記
』
巻
一
一
九
循
吏
列
伝
の
冒
頭
に
孫
叔
敖
の
伝
が
あ
る
が
、
芍
陂
の
こ
と
に
は
何

も
言
及
し
て
い
な
い
。
安
豊
塘
の
面
積
は
次
第
に
縮
小
し
て
き
た
が
、
そ
れ
で
も
北
面
は
高
さ
三
一
メ
ー
ト
ル
の
石
積
み
の
土
手
が
周
囲

二
四
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
つ
ら
な
っ
て
る
（
図
（
）。
土
手
は
増
水
時
の
氾
濫
を
防
ぐ
も
の
で
あ
る
。
四
方
を
石
で
直
線
的
に
固
め
た

安
豊
塘
の
現
在
の
形
は
南
北
に
長
い
長
方
形
を
し
て
お
り
、
衛
星
画
像
を
見
て
も
い
か
に
も
人
造
湖
の
よ
う
に
見
え
る
。
一
九
七
六
年
十

一
万
余
り
の
人
々
を
動
員
し
て
遠
く
八
公
山
か
ら
石
を
運
び
、
堤
を
築
い
た
。
訪
れ
た
夕
方
に
急
に
風
で
激
し
く
波
打
つ
光
景
を
目
に
す

る
と
、
現
在
で
も
巨
大
な
湖
沼
で
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
と
と
も
に
、
浅
い
人
造
湖
で
あ
る
こ
と
も
実
感
し
た
。
衛
星
画
像
で
は
全
面
が

濁
っ
た
よ
う
な
青
色
一
色
で
あ
り
、
深
み
の
濃
淡
の
あ
る
紺
色
の
周
辺
の
湖
の
色
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
湖
面
は
周
辺
の
土
地
よ
り
も
高

い
た
め
に
、
四
方
の
周
囲
に
繞
ら
さ
れ
た
石
堤
は
防
水
堤
で
あ
り
、
各
所
の
石
門
か
ら
直
接
水
田
に
灌
漑
し
た
り
、
用
水
路
に
流
す
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
北
は
寿
県
城
ま
で
用
水
路
は
細
か
く
巡
っ
て
い
る
。
湖
面
の
中
央
に
は
小
さ
な
島
嶼
が
見
え
る
。
衛
星
画
像
で

は
二
つ
の
島
嶼
が
確
認
で
き
る
。
清
代
の
光
緒
寿
州
志
に
見
え
る
安
豊
塘
図
に
よ
れ
ば
、
形
は
全
体
に
円
形
で
、
今
と
は
異
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
安
豊
塘
の
水
源
は
南
の
大
別
山
系
の
山
々
に
あ
り
、
何
本
か
の
水
路
（
渠
水
）
を
引
い
て
一
本
に
集
め
て
い
る
（
図

（
）。
現
在
は
堤
防
に
は
十
二
箇
所
の
水
門
が
あ
り
、
北
と
東
西
の
三
面
の
方
向
に
、
稲
作
の
水
田
に
灌
漑
し
て
い
る
。
稲
穂
の
伸
び
た

水
田
を
確
認
す
る
。
現
在
の
周
囲
二
五
キ
ロ
は
古
代
で
は
五
〇
里
ほ
ど
、
古
代
の
史
料
で
は
陂
径
百
里
、
芍
陂
周
二
百
二
十
四
里
、
周
二

百
里
、
百
二
十
許
里
（『
水
経
注
』）
と
見
え
る
か
ら
、
周
囲
の
距
離
で
は
半
分
か
ら
四
分
の
一
程
度
に
減
少
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
寿
県
博
物
館
に
は
そ
の
次
第
に
縮
小
し
た
安
豊
塘
の
様
子
が
図
示
さ
れ
て
い
る）

（
（

。

　夕
暮
れ
を
安
豊
塘
か
ら
北
上
し
寿
県
の
隣
の
淮
南
市
に
入
る
。
淮
南
市
古
陽
国
際
大
酒
店
宿
泊
。

○
六
月
二
三
日
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【
淮
南
市
博
物
館
】

　淮
南
市
博
物
館
で
は
沈
汗
青
館
長
が
迎
え
て
く
れ
、
解
説
を
聴
き
な
が
ら
、
青
銅
器
・
陶
磁
器
を
中
心
に
重
要
な
文
物
を
調
査
し
た
。

淮
南
市
に
は
春
秋
期
に
は
州
来
城
、
蔡
国
が
遷
都
し
て
か
ら
は
下
蔡
城
、
蔡
が
楚
に
滅
ぼ
さ
れ
て
か
ら
は
楚
が
都
の
寿
春
城
、
そ
し
て
前

漢
に
は
淮
南
国
の
治
所
が
あ
り
、
各
時
期
の
墓
葬
が
多
く
、
時
代
の
変
化
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
遺
跡
は
寿
県
と
淮
南
市
に

広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。
蔡
の
昭
侯
は
前
四
九
三
年
、
新
蔡
か
ら
州
来
に
遷
都
し
、
そ
の
地
は
下
蔡
と
呼
ば
れ
た
。
遷
都
後
の
蔡
国
は
昭

侯
、
成
侯
、
声
侯
、
元
侯
、
蔡
侯
斉
と
五
代
続
き
、
前
四
四
七
年
に
楚
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。
そ
の
楚
も
前
二
四
一
年
に
寿
春
に
遷
都
し
て
か

ら
考
烈
王
、
哀
王
、
幽
王
、
負
芻
の
四
代
で
秦
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。
蔡
の
昭
侯
墓
は
隣
接
の
寿
県
に
あ
る
が
、
声
侯
墓
、
元
侯
墓
は
淮
南
市

に
位
置
す
る
。
小
国
蔡
と
大
国
楚
の
文
物
の
比
較
は
興
味
深
い
。
蔡
侯
と
楚
王
の
鼎
の
形
式
の
差
は
明
確
で
あ
る
。
博
物
館
に
展
示
さ
れ

て
い
る
一
九
五
四
年
寿
県
蔡
侯
墓
出
土
の
弦
紋
獣
足
鼎
と
一
九
三
三
年
楊
公
鎮
朱
家
集
李
三
古
堆
の
楚
王
墓
出
土
の
銘
文
獣
足
蓋
鼎
を
比

較
す
る
と
、
明
ら
か
に
鼎
の
形
態
が
異
な
っ
て
い
る
（
図
（
）。
小
国
蔡
と
大
国
楚
の
墓
域
は
棲
み
分
け
が
で
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

博
物
館
に
は
蔡
侯
墓
位
置
図
が
示
さ
れ
て
い
た）

（
（

。

【
寿
県
城
】

　現
在
の
寿
県
城
に
は
宋
代
に
築
か
れ
た
城
壁
が
残
さ
れ
て
い
る
。
北
門
が
本
来
の
姿
を
と
ど
め
て
お
り
、
西
門
は
復
元
し
た
も
の
で
あ

る
。
一
九
九
一
年
の
長
江
の
歴
史
的
大
洪
水
の
と
き
に
淮
河
も
氾
濫
し
、
寿
県
城
の
西
門
の
城
壁
に
は
最
大
水
位
の
二
四
・
四
六
メ
ー
ト

ル
の
高
さ
が
記
さ
れ
て
い
た
（
図
（
）。
城
壁
は
洪
水
時
の
避
難
場
所
と
し
て
も
役
に
立
ち
、
城
門
に
は
石
の
門
扉
を
押
さ
え
る
丸
木
が

立
て
ら
れ
、
洪
水
時
に
は
丸
木
を
取
り
外
し
て
石
門
を
下
ろ
す
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
一
九
九
一
年
の
洪
水
時
に
は
三
〇
万
の
避
難
民

を
守
り
、
当
時
の
国
務
院
総
理
の
李
鵬
は
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
寿
県
の
城
壁
に
降
り
立
っ
た
と
い
う）

（
（

。

　寿
県
城
の
立
地
は
、
そ
の
東
南
に
隣
接
し
て
い
る
楚
の
寿
県
城
（
鄂
君
啓
節
に
よ
れ
ば
、
寿
県
の
名
称
は
、
ま
だ
江
陵
に
都
の
あ
っ
た
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楚
懐
王
の
と
き
の
前
三
二
二
年
に
は
下
蔡
と
呼
ん
で
い
た
。
前
二
四
一
年
遷
都
後
に
は
江
陵
の
都
と
同
様
に
郢
と
呼
ん
だ
。）
に
当
て
は

ま
る
。
寿
県
城
は
淮
水
沿
岸
で
は
な
く
、
淮
水
の
支
流
の
淝
水
の
南
岸
の
ほ
と
り
に
位
置
す
る
。
淝
水
は
三
八
三
年
に
華
北
を
統
一
し
た

苻
堅
が
東
晋
軍
謝
玄
を
撃
破
し
た
戦
い
の
場
で
あ
る
。
寿
県
城
は
北
は
淝
水
、
西
は
寿
西
湖
、
東
は
瓦
埠
湖
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
淝
水
の

北
岸
に
は
八
公
山
が
あ
り
、
淮
水
は
こ
の
山
に
よ
っ
て
北
に
湾
曲
し
て
い
る
。

　寿
春
故
城
遺
跡
は
寿
県
城
の
東
南
に
隣
接
し
、
戦
国
楚
国
の
最
後
の
都
で
あ
っ
た
。
楚
の
考
烈
王
二
二
（
前
二
四
一
）
年
に
遷
都
し
、

楚
が
滅
亡
す
る
前
二
二
四
年
ま
で
の
わ
ず
か
十
八
年
間
の
都
城
で
あ
っ
た
。
南
北
六
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
東
西
四
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
、
面

積
は
二
六
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
宮
殿
区
は
北
部
に
あ
り
、
柏
家
台
で
大
型
の
宮
殿
の
版
築
基
壇
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
周
辺
の
墓
葬

区
は
四
箇
所
、
一
つ
は
蔡
国
の
春
秋
期
の
も
の
で
、
三
箇
所
は
戦
国
期
の
も
の
で
あ
る
。
李
三
孤
堆
の
楚
王
墓
は
、
瓦
埠
湖
の
東
岸
に
位

置
し
、
寿
春
故
城
か
ら
は
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
て
い
る）

（
（

。
淮
南
市
博
物
館
の
「
淮
南
楚
墓
分
布
区
域
図
」
が
あ
り
、
墓
葬
が
寿
春

故
城
の
北
か
ら
東
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

【
寿
県
博
物
館
】

　安
徽
省
寿
県
で
出
土
し
た
文
物
の
一
級
品
は
、
最
後
に
訪
れ
る
安
徽
博
物
院
の
方
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
蔡
侯
墓
や
楚
幽
王
墓
は
寿
県

に
あ
り
な
が
ら
、
寿
県
博
物
館
の
両
墓
の
展
示
品
は
安
徽
博
物
院
提
供
と
明
示
し
て
い
る
。
県
級
と
省
級
の
博
物
館
の
格
の
違
い
を
感
じ

さ
せ
る
。
ま
た
一
九
五
〇
年
代
の
蔡
侯
墓
出
土
青
銅
器
や
鄂
君
啓
節
な
ど
は
、
一
部
中
央
の
中
国
国
家
博
物
館
に
も
収
蔵
展
示
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
一
九
三
〇
年
代
の
楚
王
墓
の
出
土
品
は
、
盗
掘
品
で
あ
っ
た
た
め
に
、
北
京
、
天
津
に
流
出
し
、
故
宮
文
物
と
し
て
台
湾
故

宮
博
物
院
に
も
収
蔵
さ
れ
て
い
る
（
台
湾
に
は
楚
幽
王
墓
か
ら
盗
掘
さ
れ
た
曽
姫
壷
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
）。
骨
董
商
を
通
じ
て
海
外
に

も
流
出
し
、
東
京
国
立
博
物
館
東
洋
館
に
も
蟠
螭
紋
鼎
が
伝
中
国
安
徽
省
六
安
市
（
現
在
は
淮
南
市
）
寿
県
出
土
と
明
示
し
て
展
示
さ
れ

て
い
る
（
小
林
キ
ク
氏
寄
贈
品
）。
寿
県
博
物
館
の
収
蔵
品
は
、
中
国
近
代
考
古
学
史
を
考
え
る
意
味
で
も
重
要
な
意
義
が
あ
る
。
寿
県
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博
物
館
と
淮
南
市
博
物
館
と
安
徽
博
物
院
の
三
博
物
館
の
展
示
は
、
重
複
す
る
も
の
が
多
い
。

〈
越
王
者
旨
於

剣
〉（
寿
県
蔡
国
貴
族
墓
（
号
墓
）

　一
九
九
六
年
寿
県
西
圏
墓
地
か
ら
戦
国
早
期
の
蔡
国
貴
族
墓
三
号
墓
が
発
見
さ
れ
、
越
王
剣
が
出
土
し
た
。
鳥
篆
文
字
（
本
来
の
字
画

に
関
係
な
く
鳥
の
形
を
装
飾
と
し
て
交
え
た
文
字
）
で
剣
の
格
（
鍔つ

ば

）
の
部
分
の
表
裏
に
「
越
王
越
王
」（
外
か
ら
中
心
に
向
か
っ
て
対

称
的
に
背
中
合
わ
せ
に
越
王
の
二
字
を
配
置
）
と
「
者
旨
於

」
の
八
字
が
見
え
る
。「
者
旨
于

」
と
は
、『
史
記
』
巻
四
一
越
王
句
践

世
家
に
見
え
る
、
越
王
句
践
の
子
の
「
鼫
與
」（
在
位
前
四
六
四
～
前
四
五
九
）
の
こ
と
で
あ
る
。「
者
旨
于

」
の
銅
剣
は
、
上
海
博
物

館
、
浙
江
省
博
物
館
、
国
家
博
物
館
、
故
宮
博
物
院
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
出
土
場
所
が
わ
か
る
こ
の
例
は
貴
重
で
あ
る
。
浙
江

省
博
物
館
の
も
の
は
文
字
、
形
式
が
酷
似
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
二
代
目
の
越
王
が
蔡
国
の
貴
族
に
賜
与
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

〈
蔡
昭
侯
墓
〉

　一
九
五
五
年
に
淮
河
の
水
利
の
工
事
中
、
寿
県
西
門
内
の
北
寄
り
の
場
所
で
二
件
の
甬
鐘
を
発
見
し
、
鼎
・
鑑
・
豆
な
ど
三
〇
余
件
を

掘
り
出
し
た
。
そ
の
後
正
式
に
発
掘
作
業
が
始
ま
っ
た
。
遺
跡
は
正
方
形
の
竪
穴
土
坑
墓
で
、
墓
主
は
中
央
や
や
南
側
に
漆
の
棺
に
埋
葬

さ
れ
て
い
た
。
腰
の
位
置
に
一
件
の
銅
剣
が
置
か
れ
て
い
た
。
墓
主
の
東
側
に
は
一
体
の
殉
葬
者
の
骨
格
が
残
さ
れ
て
い
た
。
副
葬
品
は

西
北
側
に
楽
器
と
礼
器
、
そ
の
な
か
に
鼎
や
呉
王
光
の
銘
文
の
鑑
、
方
壷
な
ど
が
あ
っ
た
。
東
側
に
は
車
器
、
馬
具
、
兵
器
、
西
側
に
漆

器
、
金
葉
、
車
馬
器
、
兵
器
が
あ
り
、
南
側
に
も
兵
器
が
あ
り
、
三
件
の
青
銅
剣
も
こ
こ
に
あ
っ
た
。
全
体
で
青
銅
器
が
四
八
六
件
、
玉

器
が
二
〇
件
、
珠
器
が
十
件
、
金
装
飾
品
が
十
二
件
、
骨
器
が
二
八
件
に
の
ぼ
っ
た
。
多
く
の
青
銅
器
に
は
「
蔡
侯
」
の
銘
文
が
あ
り
、

蔡
侯
の
名
前
も
一
字
の
難
解
な
文
字
○
○

（
申
）
で
記
さ
れ
て
い
た
。
呉
王
光
（
闔
閭
）（
在
位
前
五
一
四
～
前
四
九
六
）
の
娘
が
蔡
侯

に
嫁
い
だ
こ
と
を
記
し
た
青
銅
器
か
ら
、
寿
県
に
遷
都
し
た
蔡
昭
侯
（
在
位
前
五
一
八
～
前
四
九
一
）
か
、
そ
れ
以
降
の
蔡
侯
で
あ
る
成

侯
朔
か
声
侯
産
（
在
位
前
四
七
一
～
前
四
五
七
）
か
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
に
声
侯
産
の
墓
も
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
昭
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侯
申
で
あ
る
こ
と
に
落
ち
着
い
た
。

　蔡
昭
侯
申
の
蔡
国
は
前
五
〇
六
年
、
呉
王
闔
閭
と
小
国
唐
と
と
も
に
楚
の
都
郢
を
攻
撃
し
、
楚
の
昭
王
を
出
奔
さ
せ
た
。
の
ち
に
蔡
は

楚
に
攻
撃
さ
れ
呉
に
援
軍
を
求
め
る
と
、
呉
は
勢
力
圏
で
あ
る
州
来
に
蔡
を
遷
都
さ
せ
た
。
前
四
九
三
年
の
こ
と
で
あ
り
、
蔡
昭
侯
の
晩

年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歳
は
、
遷
都
の
直
前
に
孔
子
は
蔡
を
訪
れ
て
い
る
。
州
来
（
下
蔡
）
に
遷
っ
て
二
年
、
ふ
た
た
び
遷
都
を
す
る

こ
と
を
恐
れ
た
臣
下
た
ち
は
蔡
昭
侯
を
殺
し
、
子
の
成
侯
朔
を
立
て
た
。
そ
の
よ
う
な
最
期
の
蔡
昭
侯
が
の
ち
の
寿
県
の
西
門
内
に
埋
葬

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
場
所
は
蔡
の
国
都
の
下
蔡
城
の
北
に
位
置
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
呉
の
庇
護
の
下
で
埋
葬
さ
れ
、
呉
に
守
ら
れ
る
か

の
よ
う
に
、
蔡
昭
侯
の
遺
体
の
側
に
は
大
国
呉
の
太
子
諸
樊
や
そ
の
子
の
呉
王
光
（
闔
閭
）
の
剣
が
し
っ
か
り
と
埋
蔵
さ
れ
て
い
た
。

〈
蔡
侯
方
壷
〉

　蔡
昭
侯
墓
に
は
一
対
二
件
の
方
壷
が
あ
る
。
一
件
は
寿
県
博
物
館
に
、
別
の
一
件
は
北
京
の
国
家
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る）

（
（

。
か
つ

て
中
国
で
は
地
方
で
出
土
し
た
物
で
対
に
な
っ
て
同
じ
も
の
が
あ
れ
ば
、
北
京
と
地
方
の
博
物
館
で
分
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
六
字
の

銘
文
は
「
蔡
侯
申
（
難
字
）
之
用
壷
」
と
あ
り
、
蔡
侯
申
の
所
有
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
酒
器
で
あ
り
、
祭
祀
の
と
き
に
は
二
件
を

左
右
一
対
と
し
て
並
べ
た
の
で
あ
ろ
う
。
出
土
物
の
な
か
で
呉
王
光
鑑
、
豆
、
盥
缶
も
一
対
二
件
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　こ
の
方
壷
は
独
特
の
形
を
し
て
い
る
。
口
の
部
分
は
蓮
の
花
弁
が
開
花
し
た
よ
う
で
あ
り
、
胴
体
部
に
は
獣
が
張
り
付
き
、
器
物
全
体

を
小
獣
が
支
え
る
。
一
九
二
三
年
に
河
南
省
新
鄭
の
李
家
楼
鄭
公
大
墓
で
出
土
し
た
蓮
鶴
方
壷
と
よ
く
似
て
い
る
（
図
（
）。
こ
ち
ら
は

蓮
の
花
弁
の
な
か
に
鶴
が
た
た
ず
む
。
一
対
二
件
出
土
し
て
お
り
、
北
京
の
故
宮
博
物
院
と
河
南
博
物
院
に
分
蔵
さ
れ
て
い
る
。
鄭
も
蔡

も
小
国
の
君
主
が
こ
の
よ
う
な
方
壷
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
蓮
を
あ
し
ら
う
造
型
は
淮
北
の
風
土
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。

〈
呉
太
子
諸
樊
剣
〉〈
呉
王
光
剣
〉（
真
件
は
安
徽
博
物
院
に
展
示
）
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　蔡
昭
侯
の
遺
体
の
腰
部
分
に
置
か
れ
て
い
た
剣
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
遺
体
の
南
側
に
別
置
し
た
三
件
の
剣
の
う
ち

二
件
は
呉
太
子
諸
樊
と
呉
王
光
の
銘
文
が
あ
っ
た
。
諸
樊
（
在
位
前
五
六
〇
～
前
五
四
八
）
と
光
（
闔
閭
）
は
父
子
で
あ
り
、
寿
夢
の
子

の
諸
樊
が
呉
王
に
即
位
す
る
前
の
太
子
の
と
き
の
剣
で
あ
る
。
長
子
諸
樊
に
は
三
人
の
弟
が
い
て
も
っ
と
も
賢
い
末
弟
の
季
札
に
つ
ね
に

譲
位
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
諸
樊
は
王
位
に
つ
く
前
に
楚
を
攻
撃
し
て
い
る
が
、
蔡
昭
侯
よ
り
も
前
に
な
く
な
っ
て
い
る
諸
樊
の
し
か

も
太
子
時
代
の
剣
が
な
ぜ
蔡
昭
侯
の
墓
室
に
収
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
呉
王
光
の
方
は
前
五
〇
六
年
に
蔡
昭
侯
の
軍
と
と
も
に
楚
を

攻
撃
し
都
郢
を
占
領
し
た
。
戦
勝
の
記
念
と
し
て
太
子
諸
樊
と
呉
王
光
の
剣
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
呉
王
光
の
剣
は
上
海
博
物
館

に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
鳥
篆
文
字
で
記
さ
れ
、
蔡
昭
侯
墓
の
も
の
は
太
子
諸
樊
の
剣
と
同
様
に
普
通
の
篆
書
体
で
あ
り
、

装
飾
的
な
鳥
篆
文
字
で
は
な
い
。

〈
呉
王
光
鑑
〉（
安
徽
博
物
院
に
展
示
）

　蔡
昭
侯
墓
に
呉
王
光
の
銘
文
の
あ
る
青
銅
鑑
が
一
対
二
件
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
。
内
壁
部
分
に
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
た
。
一
行
七
字
、

八
行
、
五
二
字
に
わ
た
る
。
二
件
で
字
形
は
異
な
る
。

〈
蔡
侯
産
之
剣
〉（
淮
南
市
蔡
家
崗
二
号
墓
）

　一
九
五
九
年
淮
南
市
蔡
家
崗
で
二
つ
の
墓
葬
が
発
見
さ
れ
、
二
号
墓
（
趙
家
孤
堆
）
か
ら
は
「
蔡
侯
産
之
剣
」
銘
の
青
銅
剣
が
出
土
し

て
い
る
（
図
7
）。
二
つ
の
墓
葬
は
早
く
に
盗
掘
さ
れ
て
お
り
、
兵
器
三
六
件
、
車
馬
器
六
〇
件
、
工
具
三
件
、
玉
骨
器
二
件
が
出
土
し

て
い
る
。
二
号
墓
と
並
ん
だ
位
置
に
あ
る
一
号
墓
は
蔡
元
侯
（
即
位
前
四
五
六
～
前
四
五
一
）
墓
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
青
銅
剣

は
安
徽
博
物
院
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
蔡
の
声
侯
産
（
在
位
前
四
七
一
～
前
四
五
七
）
が
自
身
で
越
王
剣
に
似
た
鳥
篆
文
字
銘
の
銅
剣
を

持
ち
、
蔡
国
の
貴
族
の
方
は
越
王
か
ら
賜
与
さ
れ
た
剣
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
声
侯
産
の
時
代
は
す
で
に
呉
は
越
に
滅
ぼ
さ
れ

（
前
四
七
七
）、
よ
り
ど
こ
ろ
は
越
に
な
っ
て
い
た
。
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　安
徽
省
で
は
呉
王
、
越
王
の
青
銅
器
が
多
く
出
土
し
て
い
る
。
所
持
者
と
呉
越
と
の
政
治
的
な
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
小

国
の
蔡
が
、
外
交
上
持
っ
て
い
た
こ
と
に
興
味
が
も
た
れ
る
。

〈
楚
の
金
幣
〉

　郢
爰
、
陳
爰
、
融
爰
、
専
爰
、
鄭
爰
の
ほ
か
盧
金
、
覃
金
、
穎
と
い
う
文
字
を
黄
金
の
地
に
押
印
し
た
黄
金
貨
幣
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

二
字
の
楚
文
字
は
右
か
ら
左
に
読
む
。
爰
（
別
字
の
解
釈
が
あ
る
）
は
楚
の
重
量
単
位
で
一
斤
二
五
〇
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
そ
の
前
の
文
字

は
地
名
で
あ
る
。
純
度
は
九
三
～
九
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
い
う
。
な
か
に
は
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
も
の
も
あ
る
。
楚
は
湖
北
省
の
江

陵
か
ら
河
南
省
の
陳
（
前
二
七
八
）、
安
徽
省
の
寿
春
（
前
二
四
一
）
に
遷
都
し
た
が
、
都
は
郢
と
呼
び
続
け
た
。
郢
爰
は
都
の
郢
で
発

行
さ
れ
た
金
幣
で
あ
る
。
陳
爰
は
陳
に
都
が
置
か
れ
て
い
た
三
七
年
間
の
も
の
よ
り
も
、
遷
都
の
期
間
と
は
別
に
陳
で
発
行
さ
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
楚
の
汝
南
や
漢
水
流
域
は
黄
金
が
豊
富
に
採
掘
さ
れ
た
場
所
で
あ
っ
た）

7
（

。
こ
の
黄
金
の
産
地
で
楚
独
自
の
貨
幣
が
造
ら
れ
た
。

造
幣
地
は
か
な
ら
ず
し
も
楚
の
都
と
は
か
ぎ
ら
ず
、
黄
金
の
産
地
で
も
造
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
融
・
専
・
盧
・
覃
の
地
名
考
証
が
必
要

で
あ
る
。

【
新
蔡
県
春
秋
故
城
遺
跡
】

　新
蔡
県
の
東
、
洪
河
の
ほ
と
り
に
新
蔡
故
城
の
城
壁
が
残
さ
れ
て
い
る
（
図
（
）。
寿
県
を
出
発
し
て
新
蔡
県
に
向
か
っ
た
。
前
五
二

九
年
蔡
の
平
侯
が
上
蔡
よ
り
新
蔡
に
遷
都
し
た
。
前
四
九
三
年
に
下
蔡
に
遷
都
す
る
ま
で
、
わ
ず
か
三
六
年
間
の
都
と
な
っ
た
。
故
城
の

海
抜
は
城
内
で
四
二
メ
ー
ト
ル
、
城
外
で
三
六
～
三
八
メ
ー
ト
ル
あ
る
。
故
城
の
上
に
昇
っ
て
そ
の
高
さ
を
確
認
す
る
。
戦
国
時
代
に
な

る
と
楚
の
領
域
と
な
り
、
一
九
九
四
年
に
新
蔡
県
の
葛
陵
楚
墓
か
ら
竹
簡
一
五
〇
〇
枚
余
が
出
土
し
て
い
る
。
楚
の
封
君
の
平
夜
君
成
の

墓
で
あ
る
。
新
蔡
故
城
の
近
く
に
は
カ
メ
ル
ー
ン
か
ら
の
輸
入
木
材
を
放
置
し
て
あ
っ
た
。
家
具
に
加
工
す
る
資
材
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　駐
馬
店
市
に
入
り
頤
和
山
荘
賓
館
に
宿
泊
す
る
。
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○
六
月
二
四
日

　駐
馬
店
市
を
出
発
し
、
上
蔡
県
の
北
汝
河
を
越
え
る
。
蔡
埠
口
大
橋
で
北
汝
河
の
水
量
を
確
認
す
る
（
図
9
）。

【
秦
丞
相
李
斯
墓
】

　楚
の
上
蔡
の
人
李
斯
は
秦
王
の
時
代
の
始
皇
帝
に
仕
え
て
天
下
を
統
一
す
る
こ
と
に
寄
与
し
た
。
秦
の
廷
尉
、
丞
相
に
ま
で
駆
け
上
が

っ
た
李
斯
の
故
郷
の
上
蔡
が
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
の
か
、
こ
れ
が
現
地
の
上
蔡
県
を
訪
れ
る
目
的
で
あ
っ
た
。『
史
記
』
巻
八
七

李
斯
列
伝
、
唐
司
馬
貞
の
索
隠
注
で
は
、
上
蔡
、
新
蔡
、
下
蔡
の
違
い
を
『
漢
書
』
地
理
志
を
引
用
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。
上
蔡
は

古
蔡
国
で
あ
り
、
周
の
武
王
が
弟
の
叔
度
を
封
じ
た
所
で
、
十
八
代
の
平
侯
の
と
き
に
新
蔡
に
移
り
、
そ
の
後
二
代
の
昭
侯
の
と
き
に
下

蔡
に
移
っ
た
こ
と
に
言
及
す
る
。
李
斯
は
古
蔡
国
の
地
の
出
身
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
二
世
皇
帝
二
（
前
二
〇
八
）
年
、
李
斯
は

趙
高
に
よ
っ
て
死
罪
を
宣
告
さ
れ
た
。
判
決
理
由
は
李
斯
の
長
男
の
三
川
守
李
由
が
陳
勝
配
下
の
反
乱
軍
を
阻
止
で
き
ず
、
そ
の
こ
と
が

謀
反
の
罪
と
さ
れ
、
父
の
李
斯
に
も
連
坐
の
罪
が
適
用
さ
れ
た
。
す
で
に
李
由
が
項
梁
軍
に
殺
さ
れ
た
こ
と
も
知
ら
ず
、
李
斯
は
処
刑
の

直
前
、
自
分
の
中
子
に
、
一
緒
に
上
蔡
の
東
門
で
黄
色
い
犬
を
引
い
て
狡
兔
を
追
い
た
い
と
伝
え
た
。
か
な
わ
な
い
最
期
の
こ
と
ば
で
あ

っ
た
。
上
蔡
の
東
門
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
か
。
李
斯
の
心
情
を
理
解
す
る
た
め
に
も
現
場
を
知
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　李
斯
墓
は
河
南
省
駐
馬
店
市
上
蔡
県
蘆
岡
郷
李
斯
楼
村
に
あ
っ
た
（
図
（0
）。
李
斯
墓
へ
曲
が
る
入
り
口
の
道
路
に
は
李
斯
楼
飯
店
と

い
う
小
さ
な
食
堂
が
あ
り
、
店
の
名
前
が
李
斯
楼
で
あ
る
と
思
っ
た
ら
、
村
の
地
名
か
ら
来
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
近
く
に
は
李
斯

楼
村
衛
生
所
な
ど
の
表
示
が
見
ら
れ
、
李
斯
の
故
郷
で
は
李
斯
の
名
前
が
現
在
も
生
き
て
い
た
。
円
墳
の
入
り
口
に
李
斯
墓
の
表
示
の
碑

が
あ
り
、
レ
ン
ガ
で
囲
わ
れ
た
墳
丘
の
前
に
は
「
秦
丞
相
李
斯
之
墓
」
碑
を
中
心
に
、
左
に
「
重
修
李
斯
墓
記
」
碑
（
一
九
九
四
年
）、

右
に
「
丞
相
李
斯
墓
碑
誌
」
碑
（
一
九
九
四
年
）
が
建
っ
て
い
た
。
そ
の
前
の
空
間
に
は
李
斯
の
文
章
を
復
刻
し
た
「
諫
逐
客
書
」
碑
、

琅
邪
台
刻
石
碑
、
会
稽
刻
石
碑
、
之
罘
刻
石
碑
が
か
れ
の
業
績
を
誇
る
か
の
よ
う
に
並
ん
で
い
た
。
墓
碑
誌
に
は
墓
地
の
由
来
が
記
さ
れ
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て
い
た
。
現
在
な
ぜ
こ
の
地
に
李
斯
墓
が
あ
る
の
か
、『
史
記
』
李
斯
列
伝
に
は
咸
陽
で
腰
斬
の
死
罪
を
受
け
た
後
の
こ
と
に
は
言
及
が

な
い
。「
墓
碑
誌
」
は
一
九
九
四
年
に
上
蔡
県
人
民
政
府
が
立
て
た
も
の
で
、
文
博
研
究
館
員
の
撰
文
に
そ
の
由
来
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

李
斯
の
墓
の
真
偽
と
は
別
に
、
ま
さ
に
現
代
の
上
蔡
県
に
残
る
李
斯
伝
説
と
し
て
受
け
止
め
た
い
。
そ
の
文
章
に
よ
れ
ば
、
上
蔡
県
城
西

南
の
李
七
楼
村
に
李
斯
の
陵
園
が
あ
っ
た
。
三
十
代
に
わ
た
っ
て
子
孫
が
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
李
斯
の
祖
先
は
県
城
東
南
に
住
ん
で
い

た
が
、
李
斯
の
と
き
に
移
り
住
み
、
李
斯
楼
を
建
て
た
と
い
う
。
李
斯
が
咸
陽
で
処
刑
さ
れ
た
後
に
、
幼
い
子
が
密
か
に
李
斯
と
そ
の
子

の
李
由
の
遺
骨
を
村
の
東
に
埋
め
、
そ
れ
以
来
李
斯
の
末
裔
は
李
斯
の
墓
を
祭
っ
て
き
た
と
い
う
。
一
九
九
二
年
上
蔡
県
の
書
記
と
県
長

が
調
査
す
る
と
、
墓
は
荒
れ
果
て
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
、
一
九
九
三
年
双
塚
（
李
斯
と
李
由
の
墓
）
を
修
築
し
、
一
九
九
四
年
に
石
碑

を
立
て
た
。
こ
の
墓
は
考
古
学
的
な
調
査
を
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
民
間
に
伝
わ
る
故
事
に
従
っ
て
整
備
し
た
も
の
で
あ
る
。
李
斯
へ
の

評
価
は
、
始
皇
帝
を
支
え
「
時
に
因
り
て
治
め
た
（
時
代
に
応
じ
て
政
治
を
行
う
）」
が
、
趙
高
に
屈
従
し
て
咸
陽
で
亡
く
な
っ
た
と
い

う
。
碑
の
題
字
で
は
「
因
時
大
臣
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
県
政
府
主
導
と
は
い
う
も
の
の
、
李
斯
に
好
意
的
な
立
場
か
ら
現
代
の
伝
説
が

作
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

【
上
蔡
県
蔡
国
故
城
】

　蔡
国
故
城
は
上
蔡
県
城
の
西
南
に
広
が
っ
て
い
る
（
図
（（
）。
李
斯
墓
は
故
城
の
東
南
に
位
置
す
る
。
故
城
の
南
壁
の
城
壁
を
確
認
す

る
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
北
壁
二
一
一
三
メ
ー
ト
ル
、
南
壁
二
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
西
壁
三
一
八
七
メ
ー
ト
ル
、
東
壁
二
四
九
〇
メ
ー
ト
ル
、

南
北
に
長
い
長
方
形
で
、
西
門
が
一
、
南
門
が
三
カ
所
確
認
さ
れ
て
い
る）

（
（

。
版
築
の
城
壁
は
整
備
さ
れ
、
城
壁
の
上
面
を
歩
く
こ
と
が
で

き
た
。
蔡
国
が
上
蔡
故
城
を
放
棄
し
て
新
蔡
に
遷
都
し
た
前
五
三
〇
年
か
ら
、
李
斯
が
上
蔡
の
下
級
郡
吏
で
い
た
時
代
ま
で
、
二
五
〇
年

以
上
経
過
し
て
い
る
。
楚
が
こ
こ
を
占
領
し
て
郡
（
上
蔡
郡
か
も
し
れ
な
い
）
を
置
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
李
斯
は
そ
の
郡
の
下
級
官
吏

で
あ
っ
た
。
こ
の
蔡
国
故
城
も
郡
治
と
し
て
そ
の
ま
ま
使
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。



中
国
淮
北
平
原
調
査
記
（
鶴
間
）�

六
二

【
蔡
侯
望
河
楼
】

　蔡
侯
が
汝
水
を
遠
望
し
た
高
台
が
望
河
楼
で
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
に
省
級
文
物
保
護
単
位
に
指
定
さ
れ
た
碑
に
は
「
玩
河
楼
」
と
も
記

さ
れ
て
い
た
。
ま
た
こ
の
高
台
は
後
漢
の
桓
景
が
汝
水
の
も
た
ら
す
厄
を
避
け
て
高
所
に
登
っ
た
重
陽
節
の
舞
台
で
あ
る
と
の
伝
説
を
記

し
て
い
た
。
蔡
国
の
都
が
南
に
移
り
、
蔡
国
が
滅
ん
だ
あ
と
も
、
汝
水
と
と
も
に
生
き
る
人
々
の
習
俗
が
登
高
の
行
事
と
し
て
伝
わ
っ
て

い
た
。
秋
に
高
所
に
登
っ
て
厄
を
避
け
る
こ
と
が
、
汝
水
の
洪
水
の
記
憶
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
も
そ
も
蔡
侯
が
高
台
に
登
っ
て

汝
水
を
遠
望
し
た
の
も
、
洪
水
時
の
行
動
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

【
淮
陽
市
平
糧
台
宛
丘
古
城
遺
跡
】

　潁
河
を
渡
り
（
図
（（
）、
淮
陽
市
に
入
る
。
一
九
八
〇
年
河
南
省
周
口
市
淮
陽
県
城
東
南
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
大
連
郷
大
朱
荘
西
南
で

今
か
ら
四
五
〇
〇
年
前
の
龍
山
文
化
時
期
の
故
城
遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
。
夏
殷
周
の
時
代
を
さ
か
の
ぼ
る
新
石
器
時
代
の
都
市
遺
跡
と
し

て
全
国
的
に
注
目
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
辺
一
八
五
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
で
高
さ
三
～
五
メ
ー
ト
ル
の
城
壁
、
宮
殿
遺
構
、
陶
器
製
作

工
房
、
墓
葬
の
ほ
か
、
南
北
に
城
門
が
あ
り
、
南
門
に
は
警
備
の
た
め
の
建
築
遺
構
や
排
水
整
備
が
見
ら
れ
、
平
糧
台
城
址
と
呼
ば
れ
て

注
目
さ
れ
た
。
道
路
に
は
轍
の
跡
ま
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
文
献
で
は
平
糧
台
と
か
貯
糧
台
と
か
呼
ば
れ
て
き
た
。
城
址
の
上
に
は
楚
や

漢
の
時
代
の
墓
葬
も
あ
り
、
一
九
七
九
年
に
は
玉
器
、
青
銅
器
や
越
王
の
剣
（
河
南
博
物
院
所
蔵
）
も
出
土
し
て
い
る
。
平
糧
台
城
址
は

二
〇
〇
〇
年
の
十
大
重
要
考
古
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
北
京
大
学
文
博
歴
史
学
院
が
河
南
省
田
野
考
古
発
掘
教
学
科
研
実
習
基
地
を
設
け

た
の
で
、
現
地
に
は
詳
し
く
遺
跡
を
紹
介
す
る
資
料
が
パ
ネ
ル
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
図
（（
）。
発
掘
現
場
の
故
城
遺
跡
の
周
囲
を
回
っ

て
み
た
。
南
門
遺
跡
付
近
の
発
掘
場
所
は
ま
だ
作
業
が
進
行
し
て
い
た
。『
詩
経
』
国
風
の
陳
風
に
は
宛
丘
の
詩
と
い
う
も
の
が
あ
り
、

陳
の
都
の
外
に
あ
っ
た
宛
丘
に
お
い
て
行
わ
れ
た
太
鼓
や
缶
（
ほ
と
ぎ
）
を
た
た
い
た
羽
根
の
巫
舞
の
様
子
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
陳
は
周

の
武
王
が
舜
の
末
裔
の
嬀
満
を
封
じ
た
国
で
あ
り
、
舜
を
祭
ら
せ
た
国
で
あ
っ
た
。
小
国
陳
の
都
は
、
そ
れ
以
前
の
都
市
を
継
承
す
る
も
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の
で
あ
っ
た
。

【
鹿
邑
県
太
清
宮
】

　老
子
の
生
誕
地
の
遺
跡
が
河
南
省
鹿
邑
県
城
東
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
太
清
鎮
に
残
さ
れ
て
お
り
（
図
（（
）、
一
九
九
七
年
に
河
南
省
文

物
考
古
研
究
所
が
建
築
遺
構
を
発
掘
し
た
。
後
漢
の
桓
帝
の
時
代
、
延
熹
八
（
一
六
五
）
年
に
老
子
の
生
誕
地
に
老
子
廟
が
置
か
れ
た
。

老
子
と
同
じ
李
姓
の
唐
王
朝
の
時
代
、
天
宝
二
（
七
四
三
）
年
に
太
清
宮
と
命
名
さ
れ
た
。
唐
代
の
玄
宗
期
の
開
元
神
武
皇
帝
道
徳
経
注

碑
の
ほ
か
大
宋
重
修
太
清
宮
之
碑
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
。
老
子
の
故
郷
は
、『
史
記
』
巻
六
三
老
子
列
伝
に
「
楚
の
苦
県
の
厲
郷
仁
里

の
人
」
と
あ
り
、
こ
の
楚
の
苦
県
の
意
味
は
、
老
子
が
前
四
七
九
年
に
楚
が
陳
を
滅
ぼ
し
た
前
の
人
間
で
あ
れ
ば
、
陳
の
苦
県
で
の
ち
に

楚
の
苦
県
と
な
っ
た
と
解
せ
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
老
子
と
い
う
李
耳
、
字
は
耼
と
い
う
人
物
は
、
孔
子
が
会
見
し
た
伝
説
で
は
孔
子
と

同
じ
春
秋
時
代
の
末
の
人
物
で
あ
る
が
、
ま
た
別
の
楚
の
老
來
子
で
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
戦
国
時
代
の
周
の
太
史
儋
で
あ
っ
た
の
か
、

司
馬
遷
も
三
人
の
老
子
を
挙
げ
て
い
る
ほ
ど
謎
め
い
た
人
物
で
あ
る
。
一
九
七
三
年
に
湖
南
省
長
沙
で
馬
王
堆
前
漢
墓
か
ら
前
漢
高
祖
と

文
帝
景
帝
期
の
二
種
類
の
帛
書
の
老
子
の
テ
キ
ス
ト
が
出
土
し
、
一
九
九
三
年
に
は
湖
北
省
の
郭
店
楚
墓
か
ら
戦
国
末
期
の
竹
簡
の
老
子

が
出
土
し
、
さ
ら
に
北
京
大
学
が
入
手
し
た
前
漢
の
武
帝
か
そ
れ
以
降
の
老
子
竹
簡
が
出
現
し
て
か
ら
、
老
子
の
研
究
は
新
た
な
段
階
に

入
っ
て
い
る
。
現
存
す
る
老
子
八
一
章
の
文
章
の
由
来
を
戦
国
末
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
察
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
老
子
と
い
う

人
物
も
、
戦
国
時
代
の
人
物
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　一
九
九
七
年
の
発
掘
に
際
し
て
は
、
西
周
早
期
の
大
型
の
中
字
形
墓
葬
（
中
の
字
形
の
よ
う
に
墓
室
に
二
本
の
墓
道
が
あ
る
形
式
）
が

発
掘
さ
れ
、「
長
子
口
」
の
銘
文
の
あ
る
青
銅
器
が
多
く
発
見
さ
れ
た
の
で
、
長
子
口
墓
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
長
の
字
は
微
字
と
字
形

を
混
用
す
る
の
で
、
微
子
口
と
読
む
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る）

9
（

。
微
子
は
殷
の
紂
王
の
庶
兄
、
紂
王
を
諫
め
て
殷
を
去
っ
た
が
、
紂
王
が
周

の
武
王
に
殺
さ
れ
た
後
、
紂
王
の
子
の
武
庚
を
立
て
て
殷
の
遺
民
を
治
め
さ
せ
た
。
し
か
し
武
庚
を
支
え
た
管
叔
と
蔡
叔
が
反
乱
を
起
こ
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し
た
の
で
、
武
庚
と
管
叔
は
殺
さ
れ
、
蔡
叔
は
追
放
さ
れ
た
。
そ
の
後
に
微
子
に
宋
の
国
を
封
じ
て
殷
の
遺
民
を
治
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

宋
の
末
裔
で
あ
る
孔
子
は
、
微
子
と
紂
王
の
叔
父
の
箕
子
と
比
干
を
殷
の
三
仁
と
し
て
評
価
し
て
い
る
（『
論
語
』
巻
第
九
微
子
第
十
八
）。

老
子
の
故
郷
と
微
子
の
関
係
は
定
か
で
は
な
い
が
、
鹿
邑
県
の
太
清
宮
の
場
所
が
歴
史
的
に
由
緒
あ
る
土
地
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

苦
県
は
陳
の
都
淮わ

い

陽よ
う

と
宋
の
都
睢す

い

陽よ
う

の
中
間
に
あ
る
。
長
子
口
が
微
子
口
で
あ
れ
ば
、
殷
や
宋
に
近
い
場
所
で
老
子
は
育
っ
た
こ
と
に
な

る
。　亳

州
市
に
入
り
亳
州
賓
館
に
宿
泊
す
る
。

○
六
月
二
五
日

【
永
城
県
芒

山
漢
文
化
博
物
館
】

　亳
州
か
ら
高
速
道
路
に
入
り
、
河
南
省
永
城
市
に
向
か
う
。
こ
の
地
は
淮
河
の
支
流
が
多
く
、
み
な
東
南
の
傾
斜
に
向
か
っ
て
平
行
に

流
れ
て
い
る
。
亳
州
の
海
抜
は
四
一
メ
ー
ト
ル
、
寿
県
に
比
べ
て
か
な
り
高
い
。
永
沙
運
河
を
通
過
し
た
が
、
傾
斜
を
利
用
し
て
開
鑿
す

れ
ば
運
河
の
造
営
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
は
な
い
地
形
で
あ
る
。
永
城
市
の
東
北
に
芒

山
が
あ
る
。
主
峰
は
海
抜
一
五
六
・
八
メ
ー
ト
ル
、

十
を
越
え
る
小
山
が
並
ぶ
。
孔
子
も
曹
か
ら
宋
に
向
か
う
途
中
で
雨
を
避
け
る
た
め
に
立
ち
寄
っ
た
と
い
う
夫
子
山
も
あ
る
。
芒

山
の

地
名
は
『
史
記
』
巻
四
八
陳
渉
世
家
に
、「
陳
勝
、

に
葬
ら
れ
、
諡
し
て
隠
王
と
曰
う
」
と
あ
り
、
秦
末
の
農
民
反
乱
の
指
導
者
で
あ

っ
た
陳
勝
の
埋
葬
地
と
し
て
知
ら
れ
る
。
秦
の
時
代
に
は

郡
と
い
う
一
つ
の
郡
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
芒

山
に
は
前
漢
文

帝
の
子
で
景
帝
の
同
母
弟
（
竇
皇
后
の
子
）
の
梁
の
孝
王
劉
武
と
子
の
共
王
劉
買
の
陵
墓
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
前
漢
梁
国
は
楚
国

の
西
隣
り
に
あ
り
、
都
は
睢
陽
（
現
在
の
商
丘
市
）
に
置
か
れ
た
が
、
陵
墓
は
楚
国
の
彭
城
に
も
近
い
芒

山
に
置
か
れ
た
。『
史
記
』

巻
一
二
九
貨
殖
列
伝
で
は
「
鴻
溝
以
東
、
芒

山
（
あ
る
い
は
芒
県
と

山
、
漢
代
に
は
芒
県
、

県
に
分
か
れ
る
）
以
北
、
巨
野
に
属

す
る
は
、
此
れ
梁
、
宋
な
り
。
陶
、
睢
陽
も
亦
た
一
都
会
な
り
」
と
い
い
、
漢
代
の
梁
の
地
は
、
戦
国
の
魏
の
地
で
は
な
く
宋
の
地
を
継
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承
し
た
地
方
の
こ
と
で
あ
る
。
魏
（
梁
）
の
最
後
の
王
の
仮
は
、
秦
に
滅
ぼ
さ
れ
て
豊
に
移
さ
れ
た
の
で
、
豊
の
地
方
を
梁
と
も
い
っ
た

（『
史
記
』
巻
八
高
祖
本
紀
秦
二
世
二
年
集
解
注
）。
山
の
な
い
平
地
の
睢
陽
よ
り
も
、

山
の
岩
山
に
梁
の
諸
侯
王
の
陵
墓
を
求
め
た
。

前
漢
諸
侯
王
陵
は
、
梁
国
も
楚
国
も
、
洪
水
の
危
険
の
な
い
岩
を
刳
り
ぬ
く
横
穴
式
の
山
陵
形
式
を
選
ん
だ
。
石
室
の
陵
墓
内
は
涼
し
く
、

そ
の
ま
ま
で
は
岩
盤
の
隙
間
か
ら
水
が
漏
れ
出
る
。
そ
の
た
め
に
陵
墓
は
た
だ
岩
盤
を
く
り
ぬ
く
の
で
は
な
く
、
く
り
ぬ
い
た
あ
と
に
直

方
体
の
塞
石
を
す
き
ま
な
く
接
着
剤
を
用
い
て
組
み
合
わ
せ
て
半
地
下
の
空
間
を
設
け
る
。
三
陵
墓
で
三
千
ほ
ど
の
塞
石
が
使
わ
れ
て
い

る
。
一
つ
一
つ
の
塞
石
に
は
「
第
九
（
九
段
目
）、
四
十
三
、
厚
二
尺
、
広
（
縦
）
三
尺
六
寸
、
袤
（
横
）
五
尺
」
と
い
う
よ
う
に
刻
ま

れ
、
場
所
に
合
わ
せ
た
大
き
さ
の
石
が
正
確
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
排
水
の
シ
ス
テ
ム
も
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
土
木
技
術
力
に

は
目
を
見
張
る
。
墓
道
か
ら
入
り
甬
道
を
経
て
被
葬
者
の
棺
の
あ
る
主
室
に
行
き
当
た
り
、
そ
の
周
り
に
は
回
廊
が
あ
る
。
回
廊
の
目
的

は
、
棺
を
収
め
る
空
間
を
外
壁
か
ら
遮
断
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
と
は
違
う
竪
穴
式
の
墓
葬
で
は
棺
を
収
め
る
部
屋
を
槨
室
と
い

い
、
木
材
で
外
側
の
土
の
壁
面
と
遮
断
す
る
。
車
馬
や
武
器
な
ど
各
種
の
陪
葬
品
を
収
め
る
の
は
、
側
室
で
あ
る
。
墓
室
と
陪
葬
坑
の
部

屋
と
が
甬
道
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
墓
葬
形
式
は
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

〈
前
漢
梁
孝
王
陵
〉

　梁
国
の
孝
王
劉
武
（
前
一
七
八
年
代
王
、
前
一
七
六
年
淮
陽
王
、
梁
王
の
在
位
は
前
一
六
八
～
前
一
四
四
）
は
高
祖
劉
邦
の
孫
、
文
帝

の
子
で
あ
る
。
父
文
帝
の
陵
墓
は
覇
陵
と
い
い
、
高
祖
劉
邦
の
長
陵
、
そ
の
子
の
恵
帝
の
安
陵
の
人
工
墳
と
は
ま
っ
た
く
別
の
自
然
山
陵

を
は
じ
め
て
造
っ
た
。
前
一
五
七
年
、
孝
王
の
父
文
帝
は
長
安
の
未
央
宮
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
と
き
の
遺
詔
で
「
覇
陵
の
山
川
、
そ
の

故
に
因
り
て
、
改
む
る
所
有
る
毋
れ
」
と
伝
え
た
。
覇
陵
は
灞
水
の
ほ
と
り
の
自
然
の
山
の
覇
山
そ
の
ま
ま
陵
墓
に
し
、
自
然
の
地
形
を

改
め
て
墳
丘
を
築
く
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
前
漢
皇
帝
陵
の
な
か
で
文
帝
の
覇
陵
だ
け
が
自
然
山
陵
を
陵
墓
と
し
た
。
文

帝
の
子
の
梁
孝
王
は
前
一
四
四
年
、
兄
弟
で
あ
る
景
帝
よ
り
も
先
に
亡
く
な
り
、
芒

山
系
の
保
安
山
と
い
う
自
然
山
岳
の
南
に
陵
墓
を
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築
く
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
景
帝
自
身
は
文
帝
と
は
異
に
し
て
、
高
祖
劉
邦
、
恵
帝
と
同
じ
人
工
墳
に
も
ど
し
た
。
梁
孝
王
は
前
一
五
四

年
劉
氏
王
国
が
反
乱
を
起
こ
し
た
い
わ
ゆ
る
呉
楚
七
国
の
乱
の
と
き
に
、
中
央
政
府
側
に
立
っ
て
応
戦
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
か
れ
の
力

戦
が
な
け
れ
ば
景
帝
の
側
は
敗
戦
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
梁
孝
王
が
父
文
帝
の
遺
詔
に
忠
実
で
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な

い
。
墓
室
の
入
り
口
は
東
向
き
、
全
長
六
〇
メ
ー
ト
ル
、
幅
は
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
規
模
で
あ
る
（
図
（（
）。
梁
孝
王
以
降
、
梁
国
の
八
代

九
王
が
芒

山
に
墓
地
を
設
け
て
い
っ
た
。
周
辺
に
は
王
以
外
の
漢
墓
も
分
布
し
て
お
り
、
数
十
の
画
像
石
墓
も
発
見
さ
れ
、
二
百
余
枚

を
数
え
る
。
こ
れ
ら
は
永
城
漢
画
像
石
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
芒

山
漢
文
化
博
物
館
内
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
線
の
細
い
独
特
の
タ
ッ

チ
が
印
象
的
で
あ
る
。

〈
前
漢
梁
孝
王
后
陵
〉

　一
九
九
一
年
発
見
さ
れ
、
一
九
九
二
～
九
四
年
に
発
掘
さ
れ
た
。
同
じ
保
安
山
の
な
か
の
北
隣
り
に
王
后
が
墓
室
を
並
べ
た
。
地
下
の

墓
室
を
別
に
し
て
い
る
の
で
、
同
冢
異
穴
と
呼
ん
で
い
る
。
孝
王
陵
と
同
様
に
、
墓
道
・
甬
道
・
主
室
・
側
室
・
回
廊
か
ら
な
る
。
側
室

は
三
四
も
あ
り
、
な
か
に
は
貯
氷
室
も
見
ら
れ
る
。
隣
の
孝
王
陵
へ
は
相
思
道
と
い
う
通
路
が
造
ら
れ
て
お
り
、
実
際
に
は
連
結
は
し
て

い
な
い
が
、
孝
王
の
あ
と
に
王
后
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
墓
葬
形
式
か
ら
も
わ
か
る
。
文
帝
の
覇
陵
で
は
皇
后
を
同
じ
山
に
合
葬
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
梁
孝
王
の
母
竇と

う

太
后
は
武
帝
の
治
世
ま
で
太
皇
太
后
と
し
て
生
き
、
文
帝
と
同
じ
覇
陵
原
の
丘
陵
に
合
葬
は
さ
れ
た
が
、

覇
陵
の
山
陵
に
入
る
こ
と
な
く
、
別
に
墳
丘
を
作
り
埋
葬
さ
れ
た
。
梁
孝
王
の
王
后
の
方
は
、
孝
王
陵
と
同
じ
山
の
中
に
並
ん
で
埋
葬
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
中
央
の
皇
帝
・
皇
后
陵
で
も
実
現
し
な
か
っ
た
埋
葬
形
式
が
諸
侯
王
陵
で
実
現
し
た
こ
と
に
な
る
。

〈
前
漢
梁
共
王
陵
〉

　一
九
八
六
年
に
採
石
作
業
の
と
き
に
保
安
山
東
南
で
梁
孝
王
の
子
の
共
（
恭
）
王
劉
買
（
在
位
前
一
四
四
～
前
一
三
七
）
の
陵
が
偶
然

発
見
さ
れ
、
一
九
九
一
年
ま
で
発
掘
さ
れ
た
。
一
九
九
一
年
の
全
国
十
大
考
古
新
発
見
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
た
。
墓
室
は
父
母
の
陵
墓
の
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入
り
口
と
向
か
い
合
わ
せ
の
西
向
き
で
あ
る
。
漢
代
の
皇
帝
陵
は
す
べ
て
東
向
き
に
作
ら
れ
て
い
る
が
、
共
王
陵
は
逆
の
西
向
き
で
あ
る
。

墓
室
の
全
長
は
七
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
、
主
室
南
壁
の
上
面
に
は
四
神
雲
気
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
主
室
に
は
諸
侯
王
の
金
縷
玉
衣
が
残
さ

れ
て
い
た
。
青
龍
・
白
虎
・
朱
雀
と
霊
芝
、
雲
霧
、
漢
代
の
四
神
は
地
上
の
地
形
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
二
八
星
宿
の
東
西
南
北

の
星
座
を
表
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
東
方
の
星
座
を
組
み
合
わ
せ
る
と
青
龍
の
形
と
な
る
。
前
漢
末
の
西
安
交
通
大
学
天
文
壁
画
と
な
ら

ぶ
貴
重
な
天
文
画
像
と
い
え
る
。
現
場
の
も
の
は
複
製
で
あ
り
、
実
物
は
河
南
博
物
院
に
移
さ
れ
て
い
る
。

【
陳
勝
墓
】

　秦
末
に
反
乱
を
起
こ
し
た
陳
勝
は
河
南
省
永
城
市
東
北
の
芒

山
の
西
南
山
麓
に
埋
葬
さ
れ
た
（
図
（（
）。
一
九
七
五
年
に
国
家
文
物

局
が
墓
葬
を
修
復
し
、
周
恩
来
首
相
（
政
務
院
総
理
、
国
務
院
総
理
）
の
揮
毫
し
た
「
秦
末
農
民
起
義
領
袖
陳
勝
之
墓
」
碑
が
立
っ
て
い

る
。『
史
記
』
巻
四
八
陳
渉
世
家
に
よ
れ
ば
、
秦
二
世
皇
帝
二
（
前
二
〇
八
）
年
の
十
二
月
、
陳
勝
（
字
は
渉
）
は
陳
王
に
な
っ
て
六
ヶ

月
、
汝
陰
か
ら
下
城
父
に
行
き
、
そ
こ
で
御
者
の
荘
賈
に
殺
さ
れ
、
遺
体
は

に
埋
葬
さ
れ
た
と
い
う
。
穎
川
の
陽
城
出
身
の
陳
勝
が
、

陳
王
と
な
っ
て
立
て
た
国
の
都
の
陳
で
も
な
く
、
な
ぜ
芒

山
に
埋
葬
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
後
、
漢
王
朝
を
建
て
た
高
祖
劉
邦

は

に
あ
っ
た
陳
勝
の
墓
に
三
〇
家
の
墓
守
を
置
い
て
祭
祀
を
絶
や
さ
な
か
っ
た
。
芒

山
は
劉
邦
に
と
っ
て
の
聖
地
で
あ
っ
た
。
劉
邦

は
泗
水
亭
長
で
あ
っ
た
と
き
に
、
驪
山
陵
（
始
皇
帝
陵
）
の
建
設
の
た
め
の
労
働
力
と
し
て
引
率
し
て
い
た
刑
徒
を
豊
の
西
で
解
放
し
た
。

劉
邦
が
酒
に
酔
っ
て
道
を
塞
い
だ
大
蛇
を
剣
で
切
っ
た
と
い
う
故
事
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
所
が
芒

山
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

現
在
も
芒

山
の
南
麓
に
「
劉
邦
斬
蛇
の
処
」
が
梁
王
陵
の
北
に
残
さ
れ
て
い
る
。
劉
邦
は
の
ち
に

に
お
い
て
秦
の
章
邯
軍
と
戦
い
、

の
五
、
六
千
の
兵
力
を
吸
収
し
て
い
る
。
劉
邦
は
そ
も
そ
も
陳
勝
の
反
乱
に
呼
応
し
て
立
ち
上
が
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
陳
勝
の
亡
き
後

は
、
新
た
に
民
間
か
ら
立
て
ら
れ
た
楚
の
懐
王
の
も
と
で
、
沛
公
劉
邦
は

郡
長
と
な
り
、

郡
の
兵
を
率
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。
陳
勝

が
芒

山
に
埋
葬
さ
れ
た
の
も
、
劉
邦
の
聖
地
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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【
大
澤
郷
遺
跡
】

　宿
州
市
東
南
約
二
〇
キ
ロ
に
あ
る
西
寺
坡
鎮
は
二
〇
一
四
年
に
大
澤
郷
鎮
と
古
名
に
改
め
ら
れ
た
。
現
地
に
は
一
九
六
一
年
宿
県
人
民

政
府
が
立
て
た
「
陳
勝
呉
広
起
義
旧
址
」
の
碑
が
あ
る
（
図
（7
）。
文
化
大
革
命
中
は
陳
勝
・
呉
広
の
乱
が
評
価
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

一
九
七
三
年
か
ら
七
九
年
ま
で
西
寺
坡
人
民
公
社
の
名
称
が
大
澤
郷
人
民
公
社
と
わ
ざ
わ
ざ
改
め
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
農
民
起
義
の
場
所

に
は
渉
故
台
と
い
う
反
乱
軍
が
誓
い
を
立
て
た
高
台
が
あ
り
、
龍
眼
井
と
い
う
古
井
戸
も
あ
る
。
明
清
と
民
国
時
代
の
石
碑
が
四
件
残
さ

れ
て
い
る
。
明
碑
は
楼
台
寺
仏
殿
、
清
碑
は
射
鼓
台
（
反
乱
軍
が
軍
事
訓
練
を
し
た
高
台
）
お
よ
び
重
修
射
鼓
台
、
民
国
碑
は
民
国
三
二

（
一
九
四
三
）
年
の
も
の
で
渉
故
台
と
記
さ
れ
て
い
る
。
古
碑
の
裏
手
に
は
そ
れ
ぞ
れ
を
改
刻
し
た
現
代
の
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

　『
史
記
』
陳
渉
世
家
に
よ
れ
ば
、
二
世
皇
帝
元
（
前
二
〇
九
）
年
七
月
、
北
辺
の
漁
陽
の
防
備
に
か
り
出
さ
れ
た
九
百
人
が
、

県
大

澤
郷
に
集
め
ら
れ
た
。
陳
勝
と
呉
広
が
そ
の
集
団
の
ま
と
め
役
で
あ
っ
た
。
大
雨
に
遭
い
道
も
遮
断
さ
れ
、
期
日
内
に
漁
陽
に
到
着
す
る

こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
の
で
、
死
罪
を
覚
悟
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
逃
亡
し
て
死
罪
と
な
る
よ
り
も
、
二
世
皇
帝
の
政
治
に
反
旗
を
翻

し
て
大
義
を
掲
げ
る
道
を
選
ん
だ
。
陳
勝
は
将
軍
と
な
り
、
呉
広
は
都
尉
と
な
り
、
大
澤
郷
を
攻
め
、

県
を
収
め
た
。
大
澤
郷
の
郷
名

か
ら
す
れ
ば
、
大
き
な
湖
沼
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
現
在
は
見
ら
れ
な
い
。

【
垓
下
遺
跡
】

　前
二
〇
二
年
、
項
羽
軍
の
最
後
の
決
戦
の
場
と
な
っ
た
の
が
垓が

い

下か

で
あ
っ
た
。
前
年
に
西
楚
覇
王
項
羽
は
漢
王
劉
邦
と
鴻
溝
を
は
さ
ん

で
休
戦
の
協
定
を
結
ん
だ
。
鴻
溝
の
西
を
漢
軍
、
東
を
楚
軍
が
領
分
と
し
た
。
し
か
し
劉
邦
は
張
良
と
陳
平
の
計
略
に
従
い
、
項
羽
を
追

い
つ
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
陽
夏
、
固
陵
か
ら
城
父
、
そ
し
て
垓
下
へ
と
追
う
こ
と
に
な
っ
た
。
今
回
の
調
査
で
は
安
徽
省
霊
壁
県

の
東
南
、
固
鎮
県
東
約
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
濠
城
鎮
垓
下
村
の
垓
下
遺
跡
を
訪
れ
た）

（1
（

。

　垓
下
の
戦
い
は
『
史
記
』
巻
七
項
羽
本
紀
と
巻
八
高
祖
本
紀
に
項
羽
最
期
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
樊
噲
、
夏
侯
嬰
、
灌
嬰
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な
ど
の
列
伝
に
は
、
垓
下
の
前
に
、
か
れ
ら
が
参
加
し
た
陳
下
の
戦
い
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
垓
下
の
戦
い
と
は
陳
下
の
戦
い
の
こ

と
で
あ
っ
た
と
い
う
説
が
出
さ
れ
て
い
る
が）

（（
（

、
両
大
戦
は
別
の
も
の
で
あ
り）

（1
（

、
こ
こ
で
は
実
際
に
訪
れ
た
固
鎮
県
の
遺
跡
の
状
況
を
紹
介

し
た
い
。

　垓
下
遺
跡
は
た
ん
な
る
平
原
の
戦
場
遺
跡
で
は
な
く
、
項
羽
が
淮
北
平
原
の
地
勢
（
河
川
と
丘
陵
）
を
十
分
い
か
し
て
築
い
た
堅
い
守

り
の
城
壁
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
史
記
』
項
羽
本
紀
の
本
文
と
注
で
説
明
さ
れ
た
垓
下
に
ま
さ
に
ぴ
っ
た
り
と
符
合
す
る）

（1
（

。
現
地
に
は
発
掘

調
査
の
概
要
を
パ
ネ
ル
に
掲
示
し
て
あ
っ
た
。
二
〇
〇
七
年
か
ら
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
が
始
ま
り
、
大
汶
口
文
化
の
土
坑
墓
か
ら
戦
国
、
漢

代
の
遺
跡
ま
で
が
発
見
さ
れ
た
。
二
〇
〇
九
年
の
全
国
十
大
考
古
発
見
に
選
ば
れ
た
。『
漢
書
』
巻
二
十
八
上
地
理
志
に
い
う
よ
う
に
、

垓
下
は
沛
郡
下
の
洨
県
に
あ
り
、
ま
た
『
後
漢
書
』
郡
国
志
に
よ
れ
ば
沛
郡
洨
県
に
は
垓
下
聚
と
い
う
集
落
が
あ
っ
た
と
い
う
。
山
東
大

学
の
欒
豊
実
は
垓
下
遺
跡
の
下
の
新
石
器
時
代
の
遺
跡
を
調
査
発
掘
し
て
い
る
。
垓
下
は
現
在
の
沱
河
（
古
代
の
洨
水
）
の
南
岸
に
近
接

し
た
海
抜
一
六
・
五
～
二
二
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
小
高
い
丘
に
あ
り
、
東
西
面
と
南
面
は
沱
河
の
水
を
引
い
て
濠
と
し
て
い
る
（
図
（9
）。

北
面
は
三
四
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
面
は
二
八
〇
メ
ー
ト
ル
、
西
面
は
四
八
〇
メ
ー
ト
ル
、
東
面
は
四
一
〇
メ
ー
ト
ル
、
周
囲
は
一
六
〇
〇
メ

ー
ト
ル
、
河
川
と
濠
に
囲
ま
れ
た
南
北
に
長
い
や
や
楕
円
形
に
近
い
城
で
あ
っ
た
。
東
門
付
近
に
は
城
門
の
石
材
も
残
さ
れ
て
お
り
、
東

西
南
北
に
そ
れ
ぞ
れ
門
が
あ
っ
た
。
北
門
は
河
川
に
接
し
て
い
る
か
ら
、
水
運
の
港
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
と
い
え
る
。
城
内
は
現
在

も
集
落
が
あ
り
、
集
落
内
の
池
を
さ
ら
っ
た
と
き
に
は
漢
代
の
画
像
石
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。
河
川
に
面
し
た
小
高
い
丘
陵
地
形
は
新
石

器
時
代
か
ら
生
活
に
便
利
な
立
地
で
あ
り
、
項
羽
も
従
来
の
集
落
を
利
用
し
て
濠
を
囲
み
、
短
期
間
に
垓
下
の
城
を
築
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

垓
下
は
項
羽
の
故
郷
の
下
相
県
に
も
近
く
、
項
羽
に
と
っ
て
な
じ
み
の
深
い
土
地
で
あ
っ
た
。
垓
下
と
は
垓
下
城
の
こ
と
で
あ
り
、
四
面

楚
歌
の
包
囲
に
一
時
的
に
も
耐
え
ら
れ
る
城
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（1
（

。

　『
史
記
』
巻
七
項
羽
本
紀
正
義
に
引
く
『
括
地
志
』
に
よ
れ
ば
、
項
羽
の
愛
姫
で
あ
っ
た
虞
姫
の
墓
は
、
濠
州
定
遠
県
東
六
〇
里
に
あ
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り
、
長
老
伝
で
は
項
羽
の
美
人
の
冢
で
あ
る
と
い
う
。
現
存
す
る
虞
姫
の
墓
の
墳
丘
を
見
な
が
ら
、
淮
北
市
に
入
り
、
曼
哈
頓
国
際
飯
店

に
宿
泊
す
る
。

○
六
月
二
六
日

【
淮
北
市
博
物
館
・
中
国
隋
唐
大
運
河
博
物
館
】

　淮
北
市
博
物
館
は
国
家
二
級
博
物
館
と
し
て
一
九
七
六
年
に
創
建
さ
れ
、
新
館
は
二
〇
〇
一
年
に
建
て
ら
れ
、
二
〇
〇
四
年
に
開
館
し

た
。
一
九
九
九
年
に
運
河
遺
跡
が
発
見
さ
れ
、
多
く
の
ス
ペ
ー
ス
で
関
連
展
示
が
さ
れ
て
い
る
の
で
、
隋
唐
大
運
河
博
物
館
と
も
呼
ん
で

い
る
。

〈
運
河
遺
韵
（
展
示
の
題
目
）〉

　柳り
ゆ
う
し孜

運
河
遺
跡
と
呼
ば
れ
、
隋
唐
時
代
の
通
済
渠
の
遺
跡
か
ら
八
艘
の
唐
代
の
沈
没
船
が
発
見
さ
れ
、
大
量
の
陶
磁
器
が
出
土
し
た
。

同
時
に
宋
代
の
波
止
場
の
遺
跡
の
石
材
（
石
灰
岩
）
も
発
見
さ
れ
た
。
沈
没
船
は
独
木
舟
と
貨
物
船
で
あ
り
、
再
現
さ
れ
た
「
柳
江
口
」

の
波
止
場
の
遺
跡
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
貨
物
船
は
全
長
二
七
メ
ー
ト
ル
、
幅
三
・
七
メ
ー
ト
ル
、
尾
舵
は
北
宋
時
代
の
垂
直
舵
と
は
異

な
る
と
い
う
。
独
木
舟
は
樹
齢
千
年
の
香
樟
木
で
作
っ
た
も
の
で
、
長
さ
一
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
・
二
メ
ー
ト
ル
。
博
物
館
の
陶
磁

器
の
展
示
に
は
、
柳
孜
遺
跡
で
出
土
し
た
も
の
と
、
丁
仰
振
先
生
寄
贈
品
と
が
混
ざ
っ
て
い
る
。
丁
氏
は
博
物
館
の
副
館
長
で
あ
り
、
不

動
産
業
を
営
ん
で
い
る
陶
磁
器
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
発
掘
時
の
出
土
品
と
は
別
に
、
入
手
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
展
示
品
で
は
唐

代
の
唐
三
彩
、
寿
州
窯
、
白
磁
、
褐
釉
、
白
釉
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
唐
三
彩
の
獅
子
抱
柱
は
こ
ぶ
り
で
珍
し
い
も
の
で
あ
る
（
図
（0
）。

唐
三
彩
は
豆
・
鉢
・
枕
・
盆
・
碗
・
盂
・
罐
・

な
ど
各
種
容
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
内
陸
運
河
沈
没
船
の
積
載
品
と
し
て
歴
史
的
な

価
値
は
高
い
。
唐
三
彩
を
焼
い
た
窯
は
長
安
や
副
都
の
洛
陽
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
ら
を
南
方
に
運
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。

宋
代
、
元
代
の
陶
磁
器
も
出
土
し
て
い
る
。
龍
泉
窯
（
浙
江
省
）、
吉
州
窯
（
江
西
省
）、
景
徳
鎮
窯
（
江
西
省
）、
鈞
窯
（
河
南
省
禹
県
）
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な
ど
各
地
の
陶
磁
器
を
運
搬
し
て
い
た
。
通
済
渠
は
元
の
時
代
も
一
部
機
能
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
や
が
て
こ
こ
を
通
過
せ
ず
に
京
杭

大
運
河
に
よ
っ
て
北
京
に
通
ず
る
水
運
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
通
済
渠
は
鄭
州
付
近
か
ら
黄
河
を
引
き
、
開
封
、
宋
城
（
商

丘
）、
永
城
、
柳
孜
を
へ
て
泗
州
で
洪
沢
湖
に
入
り
、

溝
に
合
流
す
る
。
黄
河
と
淮
水
を
結
ぶ
新
た
な
水
路
を
人
工
的
に
開
鑿
し
た
も

の
で
あ
っ
た）

（1
（

。

　博
物
館
に
は
そ
の
ほ
か
に
〈
古
相
遺
珍
（
古
い
相
県
の
遺
産
）〉
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
淮
北
市
が
古
代
の
相
県
の
地
で
あ
り
、
戦
国
時

代
の
版
築
の
土
城
が
あ
る
こ
と
を
展
示
し
て
あ
っ
た
。
戦
国
時
代
の
古
相
城
の
都
市
排
水
施
設
の
展
示
も
興
味
深
い
。
二
〇
〇
五
年
に
淮

北
市
体
育
場
双

孜
墓
で
は
銀
縷
玉
衣
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。〈
淮
北
漢
画
像
石
〉
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
こ
の
地
の
独
特
の
画
像
石
が
展

示
さ
れ
、
な
か
に
は
玄
武
、
朱
雀
、
白
虎
、
青
龍
な
ど
の
画
像
が
見
ら
れ
る
。

【
徐
州
漢
文
化
景
区
・
市
博
物
館
】

　徐
州
市
内
に
入
る
。
徐
州
は
春
秋
戦
国
、
秦
漢
時
代
は
彭
城
と
い
い
、
三
国
以
降
に
徐
州
と
い
っ
た
。
彭
城
の
地
名
の
語
源
は
、
帝
堯

の
と
き
に
彭
祖
が
建
て
た
大
彭
氏
国
に
由
来
す
る
。
春
秋
時
代
末
期
に
宋
の
領
域
に
入
っ
た
が
、
徐
州
市
東
の
邳
州
市
で
発
見
さ
れ
た
梁

王
城
遺
址
が
呉
の
闔
閭
に
滅
ぼ
さ
れ
た
徐
国
の
国
都
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
、
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
地
勢
の
特
徴
は
廃
黄
河
（
宋
元
明
清
時

代
の
黄
河
）
や
泗
水
な
ど
の
諸
河
川
が
合
流
し
、
の
ち
に
京
杭
大
運
河
が
通
過
し
、
諸
丘
陵
に
四
方
を
囲
ま
れ
て
い
る
の
で
、
四
方
に
交

通
が
開
け
て
い
な
が
ら
、
守
り
や
す
い
土
地
で
あ
っ
た
。
し
か
し
洪
水
に
は
弱
い
。
禹
貢
の
九
州
の
一
つ
の
徐
州
の
方
は
、
泰
山
か
ら
泗

水
の
流
域
を
経
て
淮
水
ま
で
の
間
、
東
は
海
に
接
し
た
広
域
を
指
す
。
そ
の
中
心
が
彭
城
で
あ
り
、
の
ち
に
彭
城
は
徐
州
と
改
名
し
た
。

こ
の
地
は
古
来
争
奪
戦
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
前
五
七
三
年
楚
と
鄭
が
宋
の
彭
城
邑
を
攻
撃
し
た
と
き
に
、
宋
の
成
公
は
晋
に
援
軍
を
求
め

た
。
晋
は
宋
・
魯
・
衛
・
曹
・
莒
・
邾
・
滕
・
薛
な
ど
十
三
国
の
小
国
軍
を
動
員
し
て
救
援
し
た
。
項
羽
は
彭
城
に
都
を
置
き
、
こ
こ
で

劉
邦
の
漢
軍
を
排
撃
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。



中
国
淮
北
平
原
調
査
記
（
鶴
間
）�

七
二

　前
漢
王
朝
は
楚
王
韓
信
に
代
え
て
、
高
祖
劉
邦
の
弟
の
劉
交
を
楚
王
に
建
て
た
。
以
降
五
代
に
わ
た
っ
て
劉
氏
の
楚
国
が
続
く
。
後
漢

王
朝
も
光
武
帝
劉
秀
の
子
の
劉
英
以
降
六
代
に
わ
た
っ
て
楚
国
・
彭
城
国
（
二
代
以
降
）
が
続
く
。
中
央
の
劉
氏
王
朝
に
と
っ
て
重
要
な

諸
侯
王
国
が
彭
城
に
置
か
れ
た
。
そ
し
て
歴
代
の
楚
王
の
陵
墓
が
徐
州
市
内
に
作
ら
れ
た
。
洪
水
の
危
険
が
あ
る
の
で
、
い
ず
れ
も
自
然

山
陵
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
徐
州
市
の
北
に
は
北
洞
山
楚
王
陵
（
自
然
山
陵
）、
亀
山
楚
王
陵
（
自
然
山
陵
、
前
漢
襄
王
劉
注
夫
妻
合

葬
）、
東
に
は
駄
藍
山
楚
王
陵
（
自
然
山
陵
）、
東
洞
山
楚
王
陵
（
自
然
山
陵
、
前
漢
楚
王
）、
西
に
は
楚
王
山
楚
王
陵
、
臥
牛
山
楚
王
陵
、

南
に
は
南
洞
山
楚
王
陵
（
自
然
山
陵
、
前
漢
楚
王
・
王
后
）、
中
央
の
徐
州
市
政
府
の
近
く
に
は
土
山
漢
墓
（
人
工
墳
、
後
漢
彭
城
王
）

と
獅
子
山
楚
王
陵
（
自
然
山
陵
、
楚
王
劉
戊
）
な
ど
で
あ
る
。
多
く
は
岩
盤
の
山
で
あ
り
、
岩
を
削
り
墓
室
を
作
っ
た
。
山
陵
の
楚
王
陵

に
は
山
の
な
か
に
王
陵
と
王
后
陵
の
二
つ
の
墓
室
を
も
つ
も
の
と
、
墓
室
を
共
有
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
廃
黄
河
は
土
山
彭
城
王
陵
の
あ

る
雲
龍
山
と
獅
子
山
の
間
を
北
か
ら
南
へ
流
れ
て
い
た
。
今
回
は
土
山
漢
墓
と
獅
子
山
楚
王
陵
を
回
っ
た
。

〈
後
漢
彭
城
王
陵
〉

　土
山
漢
墓
は
高
さ
四
三
メ
ー
ト
ル
の
墳
丘
墓
で
あ
り
、
項
羽
の
家
臣
の
范
増
墓
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
文
化
大
革
命
中
の
一
九
六
九
年

に
一
号
墓
が
発
掘
さ
れ
、
銀
縷
玉
衣
が
出
土
し
、
後
漢
彭
城
王
の
王
后
墓
と
確
認
さ
れ
た
。
一
九
七
七
年
に
は
二
号
墓
が
発
掘
さ
れ
、
や

は
り
玉
衣
片
の
一
部
が
散
乱
し
た
状
態
で
発
見
さ
れ
、
ま
た
墓
室
が
諸
侯
王
ク
ラ
ス
の
黄
腸
題
湊
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

黄
腸
題
湊
は
墓
室
を
密
封
す
る
た
め
に
柏
木
の
角
材
断
面
の
木
目
の
黄
色
い
面
（
黄
腸
）
を
外
側
に
向
け
て
、
隙
間
の
な
い
よ
う
に
積
み

重
ね
た
（
題
湊
）
も
の
で
あ
る
。
二
号
墓
で
は
柏
木
の
代
わ
り
に
石
材
を
積
み
重
ね
て
い
る
の
で
、
黄
腸
石
と
呼
ん
で
い
る
。
徐
州
は
石

材
が
豊
富
で
、
漢
代
の
採
石
場
の
遺
跡
も
残
さ
れ
て
い
る
。
二
号
墓
の
被
葬
者
は
後
漢
彭
城
王
と
さ
れ
た
が
、
ど
の
代
の
彭
城
王
か
は
確

定
で
き
て
い
な
い
。
後
漢
の
光
武
帝
の
子
の
劉
英
が
楚
王
に
な
っ
た
後
、
明
帝
の
子
の
劉
恭
が
彭
城
王
（
靖
王
）
と
な
り
、
そ
の
子
孫
が

考
王
劉
道
、
頃
王
劉
定
、
孝
王
劉
和
（
火
山
漢
墓
に
埋
葬
さ
れ
銀
縷
玉
衣
の
劉
和
は
別
人
）
と
続
き
彭
城
王
劉
祇
で
終
わ
る
。
こ
の
墳
丘
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内
の
墓
室
を
保
存
し
、
二
〇
一
二
年
こ
の
地
に
移
転
し
て
開
館
し
た
徐
州
博
物
館
の
一
部
と
し
て
見
学
で
き
る
。

【
獅
子
山
楚
王
陵
】

　獅
子
山
楚
王
陵
は
現
場
に
保
存
さ
れ
、
公
開
さ
れ
て
い
る
（
図
（（
）。
出
土
品
は
徐
州
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
墓
主
は
確
証
は

な
い
が
高
祖
劉
邦
の
弟
の
楚
王
劉
交
の
孫
の
劉
戊
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
呉
楚
七
国
の
乱
に
加
わ
っ
て
、
中
央
の
景
帝
に
反
乱
し
た
人
物

と
し
て
知
ら
れ
る
。
墓
室
に
入
っ
て
み
る
と
、
墓
道
は
幅
が
細
く
、
外
墓
道
、
中
墓
道
、
内
墓
道
と
長
い
こ
と
が
わ
か
る
。
内
墓
道
に
は

武
器
庫
や
厨
房
の
側
室
が
あ
る
。
斜
面
の
墓
道
が
終
わ
る
と
墓
門
に
塞
石
が
あ
り
平
行
に
走
る
甬
道
と
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

墓
道
は
埋
葬
後
に
上
か
ら
版
築
の
土
で
埋
め
て
し
ま
う
。
甬
道
は
石
で
く
り
ぬ
き
の
通
路
で
あ
り
、
左
右
に
は
御
府
庫
、
印
庫
な
ど
の
ほ

か
に
女
官
の
陪
葬
の
部
屋
が
あ
る
。
後
室
に
玉
で
覆
っ
た
漆
棺
が
置
か
れ
、
な
か
に
遺
体
を
収
め
た
金
縷
玉
衣
が
残
さ
れ
て
い
た
。
金
縷

玉
衣
は
四
二
四
八
片
と
い
う
最
大
の
玉
片
か
ら
な
り
、
も
っ
と
も
早
い
時
期
の
玉
衣
で
あ
る
。
徐
州
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
獅
子

山
の
北
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
羊
亀
山
で
は
王
后
陵
が
発
見
さ
れ
、
二
〇
〇
五
年
に
発
掘
さ
れ
た
。

　獅
子
山
楚
王
陵
の
墓
主
が
楚
王
劉
戊
で
あ
れ
ば
、
前
一
五
四
年
に
埋
葬
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
前
漢
皇
帝
の
な
か
で
唯
一
自
然
山
陵
に

埋
葬
さ
れ
た
の
は
前
一
五
七
年
の
文
帝
で
あ
る
。
劉
戊
は
三
年
前
に
亡
く
な
っ
た
文
帝
の
遺
志
を
つ
い
で
山
陵
に
埋
葬
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。
さ
ら
に
文
帝
で
さ
え
山
陵
に
皇
后
を
合
葬
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
に
、
王
后
も
山
陵
に
埋
葬
し
た
。
徐
州
と
い
う
地
勢
は
、
平
地

に
人
工
墳
を
築
く
の
で
は
な
く
自
然
山
の
上
に
墓
室
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
墓
室
内
へ
の
浸
水
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
獅
子
山
の

西
の
麓
に
は
廃
黄
河
の
故
道
が
走
っ
て
い
る
。
山
上
の
陵
墓
は
高
さ
か
ら
見
て
も
黄
河
の
氾
濫
の
影
響
は
受
け
な
か
っ
た
。
陵
墓
の
自
然

環
境
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〈
漢
兵
馬
俑
博
物
館
〉

　獅
子
山
楚
王
陵
は
山
上
に
位
置
す
る
が
、
兵
馬
俑
坑
は
そ
の
麓
に
作
ら
れ
、
現
場
に
は
徐
州
漢
兵
馬
俑
博
物
館
と
し
て
保
存
展
示
さ
れ
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て
い
る
（
図
（（
）。
一
九
六
五
年
発
見
の
前
漢
楊
家
湾
漢
墓
兵
馬
俑
二
千
件
や
、
一
九
九
〇
年
の
景
帝
陽
陵
陪
葬
坑
の
兵
馬
俑
と
同
じ
大

き
さ
（
四
〇
～
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
り
、
そ
れ
ら
と
あ
い
並
ぶ
規
模
と
数
量
で
あ
る
。
全
部
で
六
号
坑
ま
で
あ
り
、
四
号
坑
ま

で
は
博
物
館
の
な
か
に
、
五
、
六
号
坑
は
獅
子
潭
と
い
う
湖
の
底
に
展
示
さ
れ
、
見
学
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

墓
室
は
洪
水
の
危
険
の
な
い
山
上
の
高
所
に
作
ら
れ
、
陪
葬
坑
で
あ
る
兵
馬
俑
坑
は
麓
の
低
地
に
作
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
～

三
号
坑
は
歩
兵
軍
、
四
号
坑
は
儀
仗
隊
、
五
、
六
号
坑
は
騎
兵
軍
で
あ
り
、
一
号
坑
は
九
二
〇
件
、
二
号
坑
は
一
三
〇
四
件
、
三
号
坑
は

未
発
掘
で
推
定
千
件
あ
ま
り
の
数
量
で
あ
る
。

　博
物
館
の
外
側
の
回
廊
部
に
は
漢
画
像
石
の
展
示
が
あ
り
、
徐
州
画
像
石
と
呼
ぶ
ほ
ど
豊
富
な
画
像
石
の
一
部
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。

【
微
山
島
微
子
啓
墓
・
張
良
墓
】

　微
山
湖
を
フ
ェ
リ
ー
で
渡
り
、
微
山
島
に
入
る
。
微
山
島
は
楕
円
形
、
東
西
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
島
の
西
北

部
に
二
つ
の
丘
が
あ
る
。
微
山
島
に
は
漢
代
画
像
石
墓
が
い
く
つ
か
発
見
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
漢
代
の
留
県
は
す
で
に
明
代
に
形
成
さ
れ
た
微

山
湖
中
に
没
し
て
お
り
、
高
地
に
墓
地
が
置
か
れ
、
画
像
石
槨
墓
や
土
坑
墓
な
ど
が
現
在
ま
で
残
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
微
山
島
の
最
高
地
点
の

海
抜
は
九
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
、
漢
代
の
人
々
は
、
少
な
く
と
も
前
漢
武
帝
時
の
黄
河
の
洪
水
の
記
憶
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
高
所
に

わ
ざ
わ
ざ
墓
地
を
築
い
た
の
は
泗
水
の
氾
濫
を
避
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
都
市
は
城
壁
に
守
ら
れ
て
い
る
が
、
先
祖
の
墓
地
は
自
然

の
地
形
の
高
地
に
頼
っ
た
。
微
山
島
溝
南
村
と
万
荘
北
の
石
槨
画
像
石
に
は
泗
水
昇
鼎
を
題
材
に
し
た
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
一
件
ず
つ
あ
る）

（1
（

。

　島
内
に
は
殷
の
微
子
啓
墓
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
微
子
啓
は
殷
の
紂
王
の
庶
兄
、
周
に
封
ぜ
ら
れ
た
宋
の
国
で
は
な
く
、
こ
の

地
に
埋
葬
さ
れ
た
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。『
魏
書
』
地
形
志
に
よ
れ
ば
留
県
に
微
山
と
微
子
冡
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
こ
の
高
台
が
微
山
と
呼
ば
れ
た
由
来
と
し
て
微
子
啓
墓
が
あ
っ
た
と
い
う
伝
説
が
後
世
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う）

（1
（

。

　棗
荘
市
に
入
り
、
舜
和
棗
荘
大
酒
店
に
宿
泊
す
る
。
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【
薛
国
故
城
遺
跡
】

　棗
荘
市
を
出
発
、
薛
国
故
城
遺
跡
に
向
か
う
。
戦
国
時
代
の
封
君
の
孟
嘗
君
田
文
の
居
城
で
あ
り
、
父
田
嬰
の
領
地
を
受
け
継
ぎ
、
孟

嘗
君
は
薛
君
、
薛
公
と
も
呼
ば
れ
る
。
斉
の
都
臨
淄
は
遠
く
、
も
と
は
薛
と
い
う
小
国
の
地
で
あ
っ
た
。
孟
嘗
君
は
薛
城
に
全
国
か
ら
賓

客
や
亡
命
者
を
集
め
、
食
客
は
三
千
人
と
か
数
千
人
と
か
言
わ
れ
た
。
孟
嘗
君
は
斉
の
丞
相
と
な
り
、
薛
城
の
一
万
戸
の
税
収
で
食
客
を

養
っ
た
と
い
う
。
孟
嘗
君
は
斉
の
湣
王
に
仕
え
て
い
た
が
、
斉
が
燕
を
中
心
と
し
た
連
合
軍
に
攻
め
ら
れ
、
湣
王
が
莒
に
亡
命
し
て
そ
こ

で
亡
く
な
り
、
襄
王
が
新
た
に
立
て
ら
れ
た
と
き
に
は
孟
嘗
君
は
中
立
を
保
ち
、
斉
に
援
軍
を
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
薛
城
の
位
置
は

斉
の
都
臨
淄
と
は
離
れ
、
魯
の
都
曲
阜
の
南
に
位
置
す
る
。
全
国
か
ら
食
客
を
招
き
や
す
い
地
に
あ
り
、
諸
侯
の
国
々
か
ら
も
中
立
を
守

り
や
す
く
、
魏
に
も
秦
に
も
附
こ
う
と
す
れ
ば
自
由
に
動
け
る
位
置
に
あ
っ
た
。
実
際
に
秦
の
昭
襄
王
に
招
か
れ
て
、
一
時
秦
の
丞
相
に

な
っ
た
が
、
す
ぐ
に
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
孟
嘗
君
が
亡
く
な
る
と
、
薛
城
は
斉
、
魏
に
攻
め
ら
れ
て
滅
ぼ
さ
れ
、
孟
嘗
君
の
家
系

は
絶
え
た
。
薛
君
は
田
嬰
、
田
文
の
二
代
で
終
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。『
皇
覧
』
に
よ
れ
ば
、
孟
嘗
君
の
墓
は
薛
城
内
の
向
門
の
東
（
門

に
向
か
っ
て
東
）
に
あ
っ
た
と
い
う
。
の
ち
に
司
馬
遷
が
薛
城
を
訪
れ
た
と
き
に
も
、
孟
嘗
君
の
時
代
の
任
侠
の
風
紀
は
残
り
、
六
万
余

家
の
人
間
が
住
ん
で
賑
わ
っ
て
い
た
と
い
う
。

　薛
城
の
城
壁
の
東
北
部
を
京
滬
鉄
道
（
北
京
～
上
海
）
が
南
北
に
貫
通
し
て
い
る
（
図
（（
）。
鉄
道
に
平
行
し
た
道
路
か
ら
城
内
に
入

り
、
北
城
の
東
端
の
城
壁
に
登
っ
て
み
た
。
道
路
と
線
路
の
間
に
は
碑
二
件
が
残
さ
れ
て
い
た
。
城
内
の
海
抜
は
四
八
メ
ー
ト
ル
を
計
測

す
る
。
孟
嘗
君
の
陵
園
の
建
物
が
近
く
に
見
え
た
の
で
、
道
路
か
ら
迂
回
し
て
行
っ
た
が
、
施
錠
さ
れ
て
中
に
は
入
れ
な
か
っ
た
。
位
置

は
故
城
内
の
東
北
の
隅
に
あ
た
る
。『
史
記
』
巻
七
五
孟
嘗
君
列
伝
に
引
か
れ
た
『
皇
覧
』
で
は
、
孟
嘗
君
の
墓
の
あ
る
門
は
北
辺
に
出

る
門
だ
と
い
う
。
そ
の
城
内
か
ら
門
に
向
か
っ
て
東
に
墓
が
あ
る
と
い
う
記
述
に
相
当
す
る
場
所
に
孟
嘗
君
の
陵
園
が
あ
っ
た
。『
水
経
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注
』
で
も
城
郭
の
側
に
あ
っ
て
石
で
槨
室
と
作
っ
て
い
た
と
い
う
。
文
化
大
革
命
以
前
に
は
墳
丘
が
残
さ
れ
、
父
の
田
嬰
の
墓
と
並
ん
で

い
た
が
、
更
地
に
さ
れ
た
と
い
う
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
城
壁
は
東
壁
は
二
二
八
〇
、
南
壁
は
三
〇
五
〇
、
西
壁
は
二
〇
三
〇
、
北
壁
は
三

二
五
〇
メ
ー
ト
ル
、
周
囲
は
一
〇
六
一
〇
メ
ー
ト
ル
と
か
な
り
の
規
模
で
あ
る
。
城
門
は
各
面
三
つ
ず
つ
設
け
ら
れ
て
い
る
。
城
内
に
は

居
住
区
、
宮
殿
区
、
手
工
業
区
が
あ
り
、
別
に
墓
葬
区
も
孟
嘗
君
墓
の
あ
る
東
北
部
の
ほ
か
に
、
東
南
部
、
宮
殿
区
東
の
城
内
と
城
外
に

も
あ
る）

11
（

。
孟
嘗
君
の
時
代
よ
り
も
前
の
春
秋
前
期
の
墓
が
発
掘
さ
れ
、「
薛
侯
行
壷
」
の
銘
文
の
あ
る
青
銅
提
梁
壷
が
出
土
し
て
い
る
。

斉
は
こ
の
薛
国
の
小
城
を
占
拠
し
た
後
に
、
東
方
戦
略
の
拠
点
と
し
て
城
壁
を
拡
張
し
、
田
嬰
、
田
文
の
居
城
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　薛
城
か
ら
微
山
湖
を
北
上
し
、
橋
を
渡
っ
て
沛
県
に
入
る
。
か
つ
て
泗
水
亭
長
で
あ
っ
た
劉
邦
が
薛
県
ま
で
配
下
の
求
盗
の
役
人
を
送

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（『
史
記
』
巻
八
高
祖
本
紀
）。
任
侠
の
風
が
残
る
薛
城
を
警
備
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
劉
邦
の
こ
ろ
は
微
山
湖

は
な
い
の
で
、
薛
城
と
泗
水
亭
は
近
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
な
が
ら
の
移
動
で
あ
っ
た
。

【
沛
県
泗
水
亭
公
園
・
歌
風
台
】

　漢
王
朝
を
樹
立
し
た
劉
邦
は
ま
だ
秦
の
時
代
に
沛
県
下
の
泗
水
亭
の
長
と
な
っ
た
。
当
時
の
泗
水
は
沛
県
の
ほ
と
り
を
流
れ
て
い
た
の

で
、
そ
こ
に
亭
と
い
う
治
安
を
守
る
役
所
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
在
は
泗
水
亭
公
園
と
な
っ
て
い
る
。
泗
水
亭
の
管
轄
が
沛
県

だ
け
で
な
く
泗
水
を
渡
っ
て
薛
県
に
ま
で
及
ん
で
い
た
の
は
、
治
安
警
備
の
範
囲
は
犯
罪
者
の
逃
亡
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当
然
県
を
超

え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
秦
の
沛
県
に
は
長
官
の
沛
令
、
沛
県
の
上
の
泗
川
郡
に
は
泗
川
守
が
い
た
。
陳
勝
の
反
乱
に
呼

応
し
た
沛
県
の
人
々
は
中
央
の
秦
朝
か
ら
任
命
さ
れ
た
沛
県
令
を
殺
し
、
地
元
の
劉
邦
を
沛
公
と
呼
ん
だ
。
泗
川
守
の
壮
は
沛
公
ら
に
薛

城
で
破
れ
、
逃
亡
の
途
中
殺
さ
れ
た
。
現
地
を
歩
く
と
、
沛
県
、
泗
水
亭
、
豊
邑
、
薛
城
と
い
っ
た
若
き
時
代
の
劉
邦
の
行
動
の
地
理
的

関
係
が
よ
く
理
解
で
き
た
。
高
祖
劉
邦
は
泗
水
亭
長
と
し
て
、
沛
県
の
刑
徒
を
酈
山
（
始
皇
帝
陵
）
の
建
設
労
働
力
と
し
て
輸
送
す
る
任

務
を
負
っ
て
い
た
。
あ
る
と
き
沛
県
か
ら
出
発
し
た
が
、
逃
亡
者
が
多
か
っ
た
の
で
、
豊
邑
の
西
に
あ
っ
た
沢
（
沼
沢
）
で
夜
半
に
解
放
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し
た
。
沛
県
か
ら
酈
山
に
向
か
う
に
は
西
に
あ
る
豊
邑
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

【
豊
県
劉
邦
広
場
】

　高
祖
劉
邦
は
沛
豊
邑
中
陽
里
の
人
と
『
史
記
』
巻
八
高
祖
本
紀
は
い
う
。
沛
豊
邑
と
い
う
の
は
秦
の
時
代
は
泗
川
郡
（
漢
代
に
は
泗
水

郡
と
書
く
）
の
管
轄
下
で
あ
っ
た
か
ら
、
秦
の
泗
川
郡
沛
県
の
豊
邑
の
出
身
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
劉
邦
が
立
て
た
漢
王
朝
に
な
る
と
泗

川
郡
は
沛
郡
と
な
り
、
沛
郡
の
郡
治
は
沛
県
に
置
か
れ
、
そ
の
近
く
の
村
の
豊
邑
も
豊
県
に
格
上
げ
さ
れ
た
。
漢
代
の
行
政
単
位
で
い
え

ば
、
劉
邦
は
沛
郡
豊
県
の
出
身
と
な
る
。
豊
県
は
現
在
も
豊
県
と
い
い
、
そ
の
豊
県
に
劉
邦
広
場
が
あ
り
、
高
祖
劉
邦
の
大
き
な
銅
像
が

立
っ
て
い
た
。
高
祖
劉
邦
が
皇
帝
と
な
っ
た
晩
年
に
は
、
と
も
に
戦
っ
た
劉
氏
以
外
の
異
姓
（
劉
氏
以
外
の
）
諸
侯
王
を
粛
清
し
た
。
高

祖
が
淮
南
王
黥
布
の
軍
を
攻
撃
し
た
帰
路
、
沛
県
に
立
ち
寄
っ
て
酒
宴
を
開
き
、
沛
県
の
児
童
百
二
十
人
に
自
作
の
詩
を
合
唱
さ
せ
た
。

皇
帝
劉
邦
は
沛
県
に
恩
恵
を
与
え
た
が
、
沛
県
の
人
々
は
高
祖
劉
邦
の
生
地
で
あ
る
豊
邑
に
も
恩
恵
を
与
え
る
よ
う
に
願
っ
た
。
こ
う
し

て
豊
邑
は
県
に
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
よ
り
前
に
高
祖
の
父
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
始
皇
帝
陵
に
置
か
れ
て
い
た
酈
邑
の
町
を
新
豊
と
名

付
け
た
の
も
、
亡
き
父
親
に
故
郷
の
豊
邑
を
思
い
起
こ
さ
せ
よ
う
と
す
る
配
慮
で
あ
っ
た
。
高
祖
の
生
地
豊
邑
へ
の
思
い
は
と
り
わ
け
強

か
っ
た
。

【
廃
黄
河
】

　豊
県
か
ら
南
に
大
沙
河
を
越
え
（
図
（（
）、
豊
黄
路
橋
を
渡
り
、
江
蘇
省
か
ら
安
徽
省
に
入
っ
た
。
す
る
と
す
ぐ
に
廃
黄
河
橋
を
通
過

し
た
（
図
（（
）。
こ
こ
が
か
つ
て
黄
河
が
南
流
し
た
故
道
で
あ
り
、
草
が
生
い
茂
っ
て
い
た
が
、
故
道
の
跡
は
は
っ
き
り
と
残
さ
れ
て
い

た
。
近
く
に
砂
利
と
砂
の
資
材
置
き
場
が
あ
り
、
そ
の
な
か
の
黄
色
い
砂
の
山
が
目
に
入
っ
た
（
図
（（
）。
あ
き
ら
か
に
近
く
の
黄
河
故

道
の
砂
を
建
設
用
に
採
掘
し
た
も
の
で
あ
る
。
辺
り
一
面
の
地
面
も
黄
色
い
土
壌
で
あ
っ
た
。
こ
の
辺
り
の
建
設
現
場
で
は
こ
の
黄
色
い

砂
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
材
料
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
梨
畑
が
見
ら
れ
る
の
も
、
水
は
け
の
よ
い
砂
地
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
廃
黄
河
と
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呼
ば
れ
る
の
は
、
十
二
世
紀
南
宋
（
北
方
で
は
金
）
の
一
一
九
四
年
以
降
十
九
世
紀
一
八
五
五
年
ま
で
黄
河
が
南
流
（
山
東
丘
陵
の
南
側

を
流
れ
る
意
味
）
し
た
故
道
で
あ
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
一
一
九
四
年
～
一
三
五
一
年
（
南
宋
〈
金
〉
～
元
末
）、
一
三
五
一
年
～
一

四
九
四
年
（
元
末
～
明
）、
一
四
九
四
年
～
一
八
五
五
年
（
明
～
清
）
で
南
流
黄
河
の
決
壊
箇
所
は
異
な
る
。
結
局
六
六
〇
年
も
の
長
き

に
わ
た
っ
て
南
流
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
は
別
に
一
九
三
八
年
～
一
九
四
六
年
（
中
華
民
国
時
期
）
の
黄
河
南
流
は
鄭
州
の
花

園
口
で
決
壊
し
、
こ
の
故
道
を
通
過
し
て
は
い
な
い
。
当
時
は
穎
河
、
渦
河
の
範
囲
で
氾
濫
し
た
。
黄
河
北
流
（
山
東
丘
陵
の
北
側
に
流

れ
る
意
味
）
時
期
で
も
、
前
漢
武
帝
期
の
前
一
三
二
年
か
ら
前
一
〇
九
年
ま
で
の
二
三
年
間
、
黄
河
は
濮
陽
で
決
壊
し
て
一
時
的
に
南
流

し
、
あ
と
で
訪
れ
る
鉅
野
沢
（
大
野
沢
）
に
流
れ
、
先
の
沛
県
付
近
を
通
過
し
、
淮
水
に
注
い
だ
。
武
帝
は
最
後
は
決
壊
場
所
を
修
復
し

た
の
で
、
一
時
的
な
南
流
で
終
わ
っ
た
。

【
商
丘
市
宋
国
故
城
】

　商
丘
市
に
入
り
宋
国
故
城
の
発
掘
現
場
に
行
く
。
関
係
者
の
不
在
の
た
め
に
フ
ェ
ン
ス
の
中
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
入
り

口
に
「
宋
国
故
城
」
の
発
掘
状
況
を
説
明
す
る
パ
ネ
ル
が
あ
っ
た
（
図
（7
）。
発
掘
現
場
で
は
こ
の
よ
う
な
形
で
情
報
を
提
供
す
る
こ
と

が
多
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
両
周
時
代
（
西
周
・
東
周
）
の
宋
国
の
都
城
遺
跡
は
一
九
九
七
年
に
中
国
と
ア
メ
リ
カ
の
連
合
考
古
隊
（
中
国

社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
と
ハ
ー
バ
ー
ト
大
学
）
が
発
見
し
た
と
い
う
。
普
通
、
城
壁
の
版
築
は
地
上
に
残
さ
れ
る
が
、
こ
の
城
壁
は
黄

河
の
一
時
的
な
氾
濫
に
よ
っ
て
泥
土
が
堆
積
し
た
た
め
に
地
下
に
埋
没
し
て
い
た
。
国
務
院
は
二
〇
〇
六
年
に
全
国
重
点
文
物
保
護
単
位

と
し
た
。
宋
国
故
城
は
東
西
方
向
が
少
し
長
い
長
方
形
で
あ
り
、
東
壁
は
商
丘
故
城
（
帰
徳
府
城
と
も
呼
ば
れ
、
北
宋
時
代
に
は
首
都
の

京
の
陪
都
〈
副
都
〉
と
し
て
南
京
応
天
府
が
置
か
れ
た
。
現
在
も
城
壁
が
残
る
）
の
東
側
に
あ
り
、
長
さ
は
南
北
二
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、

北
壁
は
商
丘
故
城
の
北
に
あ
り
、
東
西
は
三
二
五
二
メ
ー
ト
ル
、
南
壁
は
三
五
五
〇
メ
ー
ト
ル
、
西
壁
は
三
〇
一
〇
メ
ー
ト
ル
、
周
囲
は

一
二
九
八
五
メ
ー
ト
ル
、
面
積
は
一
〇
・
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
現
存
の
商
丘
故
城
の
十
倍
近
い
面
積
で
あ
る
。
城
壁
の
底
部
は
幅
二
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五
～
二
七
メ
ー
ト
ル
、
上
部
は
幅
十
二
～
十
五
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
は
約
十
メ
ー
ト
ル
、
城
壁
の
上
部
は
現
在
の
地
表
よ
り
も
一
メ
ー
ト
ル

あ
ま
り
下
に
あ
る
。
城
門
の
遺
跡
は
五
カ
所
発
見
さ
れ
、
西
周
時
代
に
す
で
に
作
ら
れ
、
東
周
（
春
秋
戦
国
）
時
代
ま
で
使
用
さ
れ
た
が
、

前
二
八
六
年
に
宋
国
は
楚
、
斉
、
魏
の
三
国
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。
こ
の
現
場
は
南
壁
の
第
二
考
古
発
掘
地
点
で
あ
り
、
睢
陽
城
（
秦
漢
以
降

宋
代
ま
で
の
県
城
）
の
西
南
角
と
宋
国
故
城
の
南
壁
の
重
複
し
た
場
所
で
あ
る
。
現
場
に
は
宋
国
故
城
内
に
帰
徳
府
城
（
商
丘
故
城
）
と

睢
陽
城
と
が
重
複
し
た
地
図
が
あ
り
、
古
宋
河
の
河
川
が
故
城
内
を
走
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　説
明
の
な
か
に
あ
る
よ
う
に
、
黄
河
の
氾
濫
に
よ
っ
て
宋
国
故
城
が
埋
没
し
て
い
る
と
い
う
点
は
重
要
で
あ
る
。
一
般
的
に
古
代
の
故

城
は
版
築
の
城
壁
が
残
る
も
の
で
あ
る
が
、
城
壁
が
地
上
に
な
く
、
地
下
に
埋
没
し
て
い
る
こ
と
も
と
き
に
は
あ
る
。
商
丘
市
の
北
は
宋

代
以
降
の
黄
河
の
故
道
が
走
っ
て
い
る
。
黄
河
の
氾
濫
に
よ
っ
て
宋
国
故
城
が
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
発
掘
現
場

一
帯
の
土
壌
は
、
黄
土
で
あ
っ
た
。

　宋
国
は
殷
の
紂
王
の
庶
兄
の
微
子
啓
が
封
ぜ
ら
れ
た
国
で
あ
り
、
睢
水
の
ほ
と
り
の
平
原
に
城
が
築
か
れ
、
も
と
も
と
無
防
備
で
あ
っ

た
。
戦
術
的
に
無
防
備
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
河
川
の
氾
濫
か
ら
も
無
防
備
で
あ
っ
た
。
春
秋
の
五
覇
に
も
数
え
ら
れ
た
宋
の
襄
公
は
、

楚
、
斉
の
大
国
と
の
鹿
上
の
会
盟
を
主
宰
す
る
こ
と
で
防
衛
し
た
（
前
六
三
九
）。
そ
の
後
大
国
楚
の
侵
略
か
ら
国
を
守
る
た
め
に
、
泓

水
の
戦
い
で
は
敵
兵
の
渡
河
を
待
つ
仁
義
を
重
ん
じ
て
臨
戦
し
た
が
、
結
局
大
軍
に
敗
北
し
て
し
ま
っ
た
。
墨
翟
は
戦
国
初
期
の
宋
国
の

大
夫
に
な
り
、
小
国
宋
を
攻
撃
よ
り
も
防
御
に
専
念
し
て
国
を
守
ろ
う
と
し
た
。
そ
う
し
た
宋
国
の
都
城
が
、
一
辺
が
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

も
あ
る
大
き
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
し
か
も
黄
河
の
泥
土
に
埋
も
れ
て
い
た
こ
と
が
印
象
的
で
あ
る
。
前
六
八
三
年
秋
、
宋
の

湣
公
の
と
き
、
宋
で
大
水
が
起
こ
り
、
穀
物
に
被
害
が
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
魯
は
わ
ざ
わ
ざ
水
害
の
慰
問
し
た
。
遺

跡
に
残
さ
れ
た
城
壁
の
高
さ
は
十
五
メ
ー
ト
ル
は
、
ど
の
程
度
洪
水
を
防
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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【
范
蠡
墓
】

　河
南
省
商
丘
市
か
ら
北
上
し
、
山
東
省
菏
沢
市
の
定
陶
区
に
入
っ
た
。
定
陶
は
古
地
名
で
は
陶
と
も
い
っ
た
。『
史
記
』
巻
一
二
九
貨

殖
列
伝
に
よ
れ
ば
、
越
王
勾
践
（
在
位
前
四
九
七
～
四
六
五
）
に
仕
え
た
范
蠡
は
、
い
わ
ゆ
る
会
稽
の
恥
を
雪
ぐ
た
め
に
呉
を
攻
め
て
呉

王
夫
差
（
在
位
前
四
九
六
～
前
四
七
三
）
を
自
害
さ
せ
、
呉
を
滅
ぼ
し
た
。
そ
の
直
後
、
范
蠡
は
越
を
去
り
、
舟
に
乗
っ
て
北
上
し
て
斉

に
行
き
、
名
を
隠
し
て
鴟
夷
子
皮
と
称
し
、
さ
ら
に
陶
に
入
り
、
朱
公
と
名
乗
っ
た
。
范
蠡
は
陶
が
天
下
の
中
心
で
あ
っ
て
諸
侯
の
地
に

四
方
が
開
け
、
貨
物
の
交
易
に
適
し
て
い
る
こ
と
に
目
を
つ
け
て
商
業
に
従
事
し
た）

1（
（

。
十
九
年
間
に
三
度
も
千
金
を
蓄
え
、
巨
万
の
財
を

な
し
、
陶
朱
公
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。
い
っ
た
い
范
蠡
が
着
目
し
た
陶
の
地
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
物
資
の
集
ま
る
天
下
の
中
心
と
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
地
に
入
る
目
的
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。

　陶
朱
公
范
蠡
の
墓
の
こ
と
は
、『
史
記
』
貨
殖
列
伝
の
正
義
の
注
に
引
か
れ
た
唐
代
の
地
理
書
『
括
地
志
』
に
言
及
さ
れ
、
陶
山
の
南

五
里
に
朱
公
の
冢
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
現
地
の
菏
沢
市
定
陶
区
范
店
村
に
は
確
か
に
范
蠡
墓
の
墳
丘
が
整
備
さ
れ
て
い
た
（
図
（（
）。

「
陶
朱
公
墓
」
碑
に
は
定
陶
県
の
重
点
文
物
単
位
に
一
九
八
二
年
に
公
布
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
横
に
並
ぶ
「
范
蠡
墓
」
碑
に
は
山
東

省
文
物
保
護
単
位
と
し
て
二
〇
一
三
年
に
山
東
省
人
民
政
府
、
二
〇
一
五
年
に
菏
沢
市
人
民
政
府
が
認
め
た
こ
と
が
記
し
て
あ
っ
た
。
碑

文
の
裏
に
は
墓
の
位
置
が
Ｇ
Ｐ
Ｓ
測
地
点
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
一
八
年
の
新
し
い
碑
文
は
范
氏
第
七
四
代
玄
孫
范
明
春
氏
が
建

て
た
も
の
で
あ
っ
た
。
レ
ン
ガ
で
囲
み
、
墓
の
一
角
が
整
備
さ
れ
て
い
た
の
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
在
住
の
華
僑
の
支
援
に
よ
る
も
の
で
あ
る

ら
し
い
。
天
下
の
中
心
の
意
味
は
こ
の
あ
と
に
訪
れ
る
菏
沢
市
博
物
館
で
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
。

【
項
梁
墓
】

　范
蠡
の
墓
の
東
に
項
梁
の
墓
が
あ
る
こ
と
を
現
地
で
知
っ
た
。
項
羽
の
叔
父
の
項
梁
は
、
定
陶
で
亡
く
な
る
ま
で
、
反
乱
軍
の
主
導
権

を
握
り
、
か
れ
の
死
後
項
羽
が
前
面
に
出
て
劉
邦
と
対
峙
す
る
こ
と
に
な
る
。
秦
末
の
反
乱
軍
が
拠
点
を
置
い
た
の
は
、
経
済
的
に
も
自
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立
し
え
る
豊
か
な
場
所
で
あ
っ
た
。
定
陶
の
地
は
ま
さ
に
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
。
項
梁
は
秦
の
将
軍
章
邯
に
こ
の
定
陶
の
地
で
大
敗

し
て
戦
死
し
た
。
項
梁
の
墓
が
戦
死
し
た
定
陶
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
事
前
に
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
改
め
て
定
陶
の
地
の
重
要
さ
を
認

識
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
六
年
に
建
て
た
「
項
梁
墓
」
の
山
東
省
重
点
文
物
保
護
単
位
の
碑
と
、
一
九
七
九
年
に
定
陶
県
人
民
政

府
が
公
布
し
て
二
〇
〇
三
年
に
建
て
た
碑
が
あ
っ
た
（
図
（9
）。
二
〇
〇
六
年
の
碑
で
は
現
存
の
封
土
は
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
で
楕
円
形
と

記
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
さ
ら
に
削
ら
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
三
年
の
碑
で
は
東
西
四
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
が
保

護
区
域
で
あ
る
と
い
う
。
一
九
八
八
年
生
ま
れ
の
三
一
歳
の
地
元
の
青
年
の
話
で
は
、
小
さ
い
と
き
に
周
り
の
溝
の
水
た
ま
り
を
封
土
を

削
っ
て
埋
め
た
記
憶
が
あ
る
と
い
う
。
范
蠡
と
項
梁
、
定
陶
の
地
で
時
代
を
超
え
て
つ
な
が
っ
て
い
た
。

【
梁
王
彭
越
台
】

　彭
越
に
関
わ
る
史
跡
の
存
在
も
現
地
で
知
っ
た
。
彭
越
は
昌
邑
（
定
陶
）
の
出
身
、
近
く
の
鉅
野
沢
（
大
野
沢
と
も
い
う
）
で
漁
業
を

生
業
と
し
、
盗
賊
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
た
。
陳
勝
や
項
梁
が
決
起
す
る
の
を
聞
く
と
、
湖
沼
に
群
が
っ
て
い
た
無
頼
の
少
年
た
ち
百
数

十
人
が
彭
越
の
下
に
集
ま
っ
て
き
た
。
勢
力
は
す
ぐ
に
千
人
を
超
え
、
か
れ
は
劉
邦
軍
の
下
で
将
軍
と
な
り
、
三
万
あ
ま
り
の
兵
を
率
い

る
ま
で
に
な
っ
た
。
そ
の
彭
越
が
漢
王
朝
樹
立
後
故
郷
の
梁
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
定
陶
を
都
と
し
た
。
練
兵
場
の
高
台
が
梁
王
彭
越
台
の
史

跡
で
あ
る
。
賈
楼
村
西
北
百
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
。「
梁
王
台
遺
址
」
碑
が
二
件
、
定
陶
県
人
民
政
府
が
一
九
七
九
年
に
定
陶
県
重
要

文
物
保
護
単
位
で
あ
る
こ
と
を
公
布
し
、
二
〇
〇
三
年
に
建
て
た
も
の
と
、
二
〇
一
三
年
に
山
東
省
文
物
保
護
単
位
で
あ
る
こ
と
を
省
人

民
政
府
が
公
布
し
て
建
て
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
〇
〇
四
年
に
建
て
た
「
漢
梁
王
彭
越
記
念
碑
」
も
あ
っ
た
。

【
菏
沢
市
博
物
館
】

〈
元
代
沈
没
船
〉

　二
〇
一
〇
年
山
東
省
菏
沢
市
の
国
貿
中
心
の
建
設
現
場
に
お
い
て
驟
雨
で
溜
ま
っ
た
水
を
排
出
す
る
過
程
で
、
元
の
時
代
の
沈
没
船
が
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発
見
さ
れ
た）
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（

。
菏
沢
市
博
物
館
に
は
出
土
品
と
沈
没
船
の
復
元
模
型
が
展
示
さ
れ
て
い
た
（
図
（0
）。
北
に
向
い
た
船
体
の
長
さ
は
二

〇
・
五
メ
ー
ト
ル
、
幅
三
・
七
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
一
・
八
メ
ー
ト
ル
、
内
部
は
船
首
と
船
尾
と
十
の
船
艙
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
、
二

艙
は
船
員
の
休
息
場
所
で
酒
器
な
ど
が
出
土
し
、
第
三
～
七
艙
は
積
荷
、
第
八
艙
は
船
主
の
休
息
場
所
、
第
九
艙
は
食
堂
、
第
十
艙
は
大

量
の
鉄
鍋
な
ど
炊
事
道
具
が
出
土
し
た
厨
房
で
あ
っ
た
。
貨
物
に
は
青
花
（
染
付
）、
青
磁
、
青
白
磁
な
ど
が
六
〇
数
件
、
龍
泉
窯
（
淅

江
省
）
や
鈞
窯
（
河
南
省
禹
県
）
の
製
品
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
元
代
の
沈
没
船
は
八
件
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
う
ち
四
件
は
内
陸
の

運
河
船
、
別
の
四
件
は
海
洋
船
で
あ
る
。
京
杭
大
運
河
上
の
も
の
で
は
北
京
東
南
方
荘
（
一
九
八
八
年
）、
河
北
省
磁
県
（
一
九
七
六
年
）、

山
東
省
聊
城
県
（
二
〇
〇
二
年
）
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
明
代
の
沈
没
船
の
方
は
菏
沢
市
よ
り
も
北
の
梁
山
か
ら
一
九
五
六
年
に
発
見

さ
れ
て
い
る
。
元
の
至
正
一
四
（
一
三
五
四
）
年
銘
の
銅
権
（
ハ
カ
リ
の
お
も
り
）
が
出
土
し
て
い
る
の
で
、
沈
没
時
期
は
一
三
五
四
年

か
ら
一
三
六
八
年
の
間
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
元
代
に
は
菏
沢
の
南
を
黄
河
が
泗
水
方
面
に
流
れ
て
お
り
、
至
正
十
一
（
一
三
五
一
）
年

の
黄
河
の
洪
水
時
に
は
菏
沢
方
面
に
北
に
決
壊
し
て
い
る
。
沈
没
の
理
由
に
は
、
黄
河
や
済
水
の
増
水
が
関
係
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

発
見
場
所
は
菏
沢
市
内
の
趙
王
河
で
発
見
さ
れ
て
お
り
、
京
杭
大
運
河
で
は
な
く
、
済
水
を
京
杭
大
運
河
方
面
に
航
行
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
周
知
の
ご
と
く
一
九
七
五
年
韓
国
全
羅
南
道
の
新
安
沖
で
元
代
の
沈
没
船
が
発
見
さ
れ
た
。
大
量
の
青
磁
や
白
磁
な
ど
の
陶
磁
器

が
積
載
さ
れ
て
い
た
。
出
土
し
た
木
簡
に
至
治
三
（
一
三
二
三
）
年
の
年
号
が
あ
り
、
菏
沢
の
沈
没
船
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
に
東
ア
ジ
ア
の

海
を
渡
っ
た
船
舶
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
方
大
平
原
の
内
陸
の
河
川
交
通
と
東
ア
ジ
ア
の
海
洋
の
交
通
路
と
が
連
係
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
陶
磁
器
の
生
産
の
現
場
は
内
陸
に
あ
り
、
国
内
需
要
で
は
内
陸
の
水
運
網
を
利
用
し
て
運
搬
し
、
海
外
向
け
は
海
港
か
ら
海
を

渡
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
船
舶
の
構
造
も
、
内
陸
の
河
船
は
平
底
で
水
深
も
浅
く
、
海
洋
船
は
Ｖ
字
形
の
水
深
が
深
い
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

　菏
沢
市
で
は
銀
座
華
美
大
酒
店
宿
泊
し
た
。
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八
日

【
鉅
野
県
城
】

　一
九
三
三
年
の
航
空
写
真
に
鉅
野
県
の
洪
水
場
面
が
写
さ
れ
て
い
る
（
図
（（
）。
こ
の
写
真
を
も
と
に
現
在
の
巨
野
県
（
現
在
で
は
鉅

を
巨
と
書
く
）
を
訪
ね
た
。
古
代
に
は
こ
こ
に
鉅
野
沢
と
い
う
大
き
な
湖
沼
が
あ
り
、
前
一
三
二
年
前
漢
武
帝
の
と
き
に
は
黄
河
が
濮
陽

で
決
壊
し
て
鉅
野
沢
を
溢
れ
さ
せ
、
梁
楚
の
地
に
大
洪
水
を
起
こ
し
、
南
は
淮
水
、
泗
水
ま
で
流
れ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
（『
史
記
』

巻
二
九
河
渠
書
）。
決
壊
が
修
復
さ
れ
た
の
は
前
一
〇
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
鉅
野
沢
の
ほ
と
り
は
、
孔
子
の
晩
年
に
麒
麟
が
捕
獲

さ
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
鉅
野
県
の
東
に
は
現
在
で
も
麒
麟
鎮
が
あ
り
、
こ
こ
も
調
査
し
た
。

　一
九
三
三
年
の
写
真
で
は
鉅
野
県
の
城
壁
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
現
在
は
北
関
付
近
に
大
水
塔
が
あ
り
、
城
壁
が
あ

っ
た
付
近
は
小
さ
な
道
路
に
な
っ
て
い
た
。
城
壁
が
あ
っ
た
こ
と
の
時
代
を
知
る
住
民
も
い
た
。
標
高
デ
ー
タ
を
確
認
す
る
と
、
城
内
は

四
一
～
四
二
メ
ー
ト
ル
、
場
外
北
部
は
三
九
メ
ー
ト
ル
と
や
や
低
い
。
写
真
で
は
城
内
は
水
害
か
ら
免
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
北
部
、

東
部
は
一
面
海
の
よ
う
に
水
が
み
な
ぎ
り
、
西
北
部
に
は
水
が
及
ん
で
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

【
麒
麟
鎮
】

　『
史
記
』
巻
四
七
孔
子
世
家
に
よ
れ
ば
、
魯
の
哀
公
一
四
（
前
四
八
一
）
年
春
、
大
野
で
狩
り
を
し
た
と
き
に
、
叔
孫
氏
（
魯
の
貴
族
）

の
車
子
の
鉏
商
が
獣
を
捕
獲
し
、
こ
れ
を
不
祥
な
こ
と
と
し
た
。
仲
尼
（
孔
子
）
は
こ
れ
を
見
て
、
麟
で
あ
る
と
認
め
た
。
ま
た
魯
の
西

（
魯
の
都
曲
阜
の
西
）
で
麟
を
狩
り
し
て
「
わ
が
道
は
窮
ま
っ
た
」
と
も
い
っ
た
。
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
『
春
秋
』
の
経
文
の
「
十

有
四
年
春
、
西
に
狩
し
て
麟
を
獲
た
り
」
と
い
う
記
事
と
、『
春
秋
左
氏
伝
』
の
記
事
で
あ
る
。
後
者
に
よ
れ
ば
捕
獲
さ
れ
た
麟
は
虞
人

（
山
沢
管
理
官
）
に
下
賜
さ
れ
た
。
仁
獣
の
麒
麟
が
末
世
に
現
れ
た
こ
と
を
不
吉
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
地
は
春
秋
時
代
に
は
大
野

沢
と
い
い
、
漢
代
に
は
鉅
野
県
の
北
に
あ
っ
た
の
で
鉅
野
沢
と
呼
ば
れ
て
い
る
（『
史
記
』
巻
二
夏
本
紀
集
解
注
に
引
く
後
漢
の
鄭
玄
注
）。
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『
史
記
』
孔
子
世
家
の
注
に
引
用
さ
れ
た
唐
の
『
括
地
志
』
に
よ
れ
ば
、
麒
麟
堆
が
鉅
野
県
の
東
十
二
里
に
あ
っ
た
と
い
う
。
麒
麟
堆
と

い
う
か
ら
に
は
小
高
い
丘
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
明
代
の
『
孔
子
聖
迹
図
』
の
「
西
狩
獲
麟
」
に
は
各
種
刊
本
が
あ
り
、
背
景
に
小
高

い
丘
ら
し
き
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
（（
）。
し
か
し
、
堆
と
い
う
と
一
般
に
古
墳
の
よ
う
な
盛
り
土
を
指
す
の
で
、
こ
れ
に
は
当
て

は
ま
ら
な
い
。
現
在
の
麒
麟
鎮
は
巨
野
県
の
東
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
。
麒
麟
堂
寺
の
前
に
麒
麟
台
遺
址
の
標
識
が
あ
り
（
図
（（
）、

麒
麟
台
、
麒
麟
塚
と
い
う
麒
麟
堆
に
相
当
す
る
高
さ
五
メ
ー
ト
ル
の
土
盛
り
が
あ
っ
た
（
図
（（
）。
一
九
七
九
年
に
鉅
野
県
の
重
点
文
物

保
護
単
位
と
な
っ
て
い
る
。
当
時
の
調
査
で
は
東
周
か
ら
宋
代
ま
で
の
文
物
が
確
認
さ
れ
た
と
い
う
。
二
〇
〇
九
年
に
は
菏
沢
市
級
文
物

保
護
単
位
、
二
〇
一
三
年
に
は
山
東
省
の
文
物
保
護
単
位
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
に
建
て
ら
れ
た
獲
麟
考
碑
に
よ
れ
ば
、
捕
獲
さ

れ
た
麟
が
埋
め
ら
れ
た
場
所
が
麒
麟
塚
で
あ
る
と
い
う
。
遺
跡
を
管
理
す
る
人
の
話
で
は
、
一
九
三
三
年
の
洪
水
の
被
害
も
大
き
か
っ
た

と
い
う
。

　麒
麟
伝
説
の
真
偽
を
さ
ぐ
る
よ
り
も
、
古
代
の
麒
麟
伝
説
の
舞
台
が
鉅
野
沢
に
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
古
代
の
鉅
野
沢
の
水
源

は
そ
こ
に
注
ぎ
込
む
済
水
に
あ
っ
た
し
、
沢
（
湖
沼
）
は
黄
河
の
洪
水
の
遊
水
池
の
働
き
を
し
て
い
た
。
そ
の
鉅
野
沢
は
唐
代
ま
で
そ
の

名
称
と
と
も
に
残
っ
て
い
た
（『
史
記
』
巻
一
二
九
貨
殖
列
伝
正
義
注
）。
そ
の
後
、
梁
山
の
ほ
と
り
の
水
滸
伝
の
舞
台
と
な
っ
た
梁
山
泊

に
移
り
、
現
在
で
は
さ
ら
に
北
上
し
て
東
平
湖
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

　巨
野
県
か
ら
安
徽
省
の
省
都
の
合
肥
ま
で
、
高
速
道
路
で
一
気
に
戻
っ
た
。
最
後
に
淮
北
平
原
と
淮
南
丘
陵
の
地
勢
を
比
較
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
淮
河
を
渡
っ
た
と
き
に
は
、
大
型
の
輸
送
船
舶
が
並
ん
で
浮
か
ん
で
い
た
光
景
を
見
た
（
図
（（
）。
淮
河
の
南
で
は
、
ち
ょ

う
ど
大
雨
に
よ
っ
て
部
分
的
に
洪
水
し
て
い
る
現
場
も
通
過
し
た
。

【
安
徽
博
物
院
】

　安
徽
省
博
物
館
は
一
九
五
六
年
十
一
月
に
設
立
さ
れ
、
二
〇
一
〇
年
十
二
月
に
安
徽
博
物
院
に
改
称
さ
れ
た
。
一
九
九
九
年
に
高
知
県
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立
美
術
館
で
安
徽
省
博
物
館
名
品
展
が
開
催
さ
れ
、
青
銅
器
の
出
展
数
は
少
な
い
が
、
寿
県
西
門
蔡
侯
墓
出
土
青
銅
「
蔡
侯
」
編
鐘
、
朱

家
集
李
家
集
李
三
孤
堆
出
土
青
銅
捕
蛇
鷹
の
ほ
か
屯
渓
弈
棋
出
土
銅
人
な
ど
出
品
さ
れ
て
お
り
興
味
深
い）

11
（

。

〈
楚
幽
王
墓
と
鋳
客
大
鼎
〉

　一
九
三
三
年
安
徽
省
寿
県
で
水
害
が
発
生
し
、
寿
県
城
東
南
に
あ
っ
た
李
三
孤
堆
楚
王
墓
と
呼
ば
れ
た
墓
が
露
出
し
て
水
に
流
さ
れ
た
。

こ
の
災
害
時
に
大
規
模
な
盗
掘
が
行
わ
れ
、
巨
大
な
大
鼎
を
は
じ
め
数
多
く
の
青
銅
器
が
持
ち
出
さ
れ
た
。
大
鼎
は
寿
県
政
府
の
も
と
に

す
ぐ
に
回
収
さ
れ
た
。
一
九
三
四
年
安
徽
省
安
慶
市
の
県
図
書
館
に
収
め
ら
れ
た
。
一
九
三
七
年
日
中
戦
争
が
始
ま
る
と
、
国
民
政
府
は

重
慶
に
運
び
、
一
九
三
九
年
故
宮
文
物
と
と
も
に
四
川
省
宜
賓
県
、
楽
山
県
安
谷
郷
ま
で
運
ん
だ
。
一
九
四
五
年
日
中
戦
争
が
終
結
す
る

と
、
南
京
に
戻
さ
れ
、
一
九
四
八
年
安
徽
省
文
献
委
員
会
の
副
主
任
委
員
の
李
則
綱
は
台
湾
に
運
ば
れ
よ
う
と
す
る
大
鼎
を
南
京
か
ら
安

徽
へ
戻
し
、
一
九
四
九
年
に
は
蕪
湖
、
一
九
五
二
年
に
は
合
肥
の
省
博
物
館
準
備
員
会
に
収
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
一
九
五
八
年
に
当
時
の

国
家
主
席
毛
沢
東
が
安
徽
省
博
物
館
で
実
見
す
る
こ
と
に
な
る
（
図
（（
）。
ち
ょ
う
ど
大
躍
進
政
策
を
目
指
し
、
鉄
の
鋳
造
生
産
を
発
動

し
た
と
き
で
あ
る
。
毛
沢
東
は
古
代
の
あ
ま
り
に
大
き
く
技
術
の
高
い
鼎
に
驚
い
て
、
牛
一
頭
を
調
理
で
き
る
の
で
な
い
か
と
語
っ
た
と

い
う
。

　す
で
に
寿
県
博
物
館
で
大
鼎
の
発
見
事
情
は
確
認
し
て
い
た
が
、
実
物
は
安
徽
博
物
院
に
展
示
さ
れ
て
い
た
。
一
九
三
三
年
八
月
に
は

黄
河
で
も
大
洪
水
が
発
生
し
、
黄
河
の
水
が
南
流
し
て
い
る
の
で
、
寿
県
も
そ
の
影
響
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
水
害
を
き
っ
か
け
に
盗

掘
さ
れ
る
事
例
を
は
じ
め
て
知
っ
た
。
こ
の
鼎
は
口
沿
部
の
銘
文
か
ら
鋳
客
大
鼎
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
楚
幽
王
の
た
め
に
外
国
人
（
客
）

の
鋳
物
職
人
が
製
造
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
重
量
な
四
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
高
さ
一
一
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
口
径
八
七
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
、
そ
の
巨
大
さ
は
殷
墟
で
発
見
さ
れ
て
い
た
司
（
后
）
母
戊
鼎
に
つ
ぐ
大
き
さ
で
あ
っ
た
。
司
（
后
）
母
戊
鼎
は
方
鼎
で
あ
る
の

で
、
円
鼎
で
は
こ
れ
が
最
大
と
な
る
。
盗
掘
品
が
回
収
さ
れ
各
地
を
転
々
と
し
た
歴
史
は
興
味
深
い）

11
（

。
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　楚
幽
王
墓
の
出
土
品
四
千
余
件
は
二
度
の
盗
掘
に
よ
っ
て
中
国
国
内
と
一
部
は
海
外
に
分
散
し
て
し
ま
っ
た
。
安
徽
博
物
院
に
は
う
ち

約
六
、
七
百
件
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
ど
こ
に
流
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
陳
治
軍
『
安
徽
出
土
青
銅
器
銘
文
研
究
』（
時
代
出

版
伝
媒
股
份
有
限
公
司
、
二
〇
一
二
年
）
に
は
、
寿
県
朱
家
集
器
と
し
て
所
蔵
場
所
を
網
羅
的
に
記
録
し
て
い
る
。
安
徽
博
物
院
以
外
に
、

北
京
故
宮
博
物
院
、
天
津
市
歴
史
博
物
館
、
中
国
国
家
博
物
館
、
上
海
博
物
館
、
南
京
大
学
、
旅
順
博
物
館
、
吉
林
大
学
（
羅
振
玉
旧

蔵
）、
米
国
個
人
蔵
、
日
本
東
京
国
立
博
物
館
、
葉
恭
綽
旧
蔵
（
北
京
故
宮
博
物
院
）、
台
北
故
宮
博
物
院
、
広
州
博
物
館
、
于
省
吾
旧
蔵

（
遼
寧
省
博
物
館
）、
陳
仁
寿
旧
蔵
（
現
蔵
不
詳
）、
于
省
吾
旧
蔵
（
北
京
故
宮
博
物
院
）
と
、
盗
掘
品
の
流
出
経
路
と
最
終
所
蔵
先
が
う

か
が
え
る
。
一
つ
の
墓
か
ら
の
出
土
品
が
こ
れ
ほ
ど
広
汎
に
流
出
し
た
こ
と
を
つ
き
と
め
ら
れ
る
事
例
は
ま
れ
で
あ
る
。
東
京
国
立
博
物

館
所
蔵
展
示
の
も
の
は
蟠
璃
紋
鼎
と
し
て
伝
安
徽
六
安
市
寿
県
出
土
、
一
九
三
〇
年
代
朱
家
李
三
孤
堆
楚
国
大
墓
出
土
と
し
て
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
寄
贈
者
の
坂
本
キ
ク
氏
は
古
美
術
商
不
言
堂
坂
本
五
郎
の
母
で
あ
る
。
ち
な
み
に
坂
本
五
郎
の
青
銅
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
奈
良

国
立
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
公
開
さ
れ
て
い
る
。

〈
双
墩
（
号
春
秋
墓
：
鍾
離
国
の
遺
産
〉

　一
九
九
一
年
、
安
徽
省
蚌
埠
市
の
淮
水
の
北
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
双
墩
と
い
う
二
つ
の
円
墳
が
あ
り
、
そ
の
一
号
春
秋
墓
が
発
掘
さ
れ
、

青
銅
鐘
の
銘
文
「
童
鹿
君
柏
」
か
ら
、
鍾
離
君
柏
の
墓
葬
と
さ
れ
た）
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。
鍾
離
国
と
は
『
史
記
』
巻
六
六
伍
子
胥
列
伝
に
登
場
す
る
。
楚
の

平
王
の
と
き
に
、
楚
の
辺
邑
の
鍾
離
と
、
呉
の
辺
邑
の
卑
梁
氏
の
女
性
た
ち
が
桑
の
葉
を
奪
い
合
っ
た
こ
と
か
ら
、
両
国
の
兵
士
が
争
う

事
態
に
な
っ
た
。
呉
が
公
子
光
に
楚
を
伐
た
せ
た
と
き
で
あ
り
、
隙
に
乗
じ
て
途
中
の
楚
の
領
域
の
鐘
離
と
、
隣
り
の
居
巣
を
下
し
て
帰

国
し
た
。
こ
の
鍾
離
国
の
位
置
は
、『
史
記
』
索
隠
注
で
は
六
安
に
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
鍾
離
君
の
墓
地
は
淮
水
南
の
六
安
の

地
で
は
な
く
、
実
際
に
は
淮
水
流
域
の
北
岸
に
あ
っ
た
。
鍾
離
君
墓
は
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
が
な
い
ほ
ど
の
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
中
原

か
ら
は
淮
夷
と
も
呼
ば
れ
た
異
文
化
を
小
国
の
墓
葬
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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　こ
の
墓
は
高
さ
九
メ
ー
ト
ル
、
直
径
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
大
型
の
円
墳
で
あ
り
、
淮
水
流
域
で
は
早
期
の
墳
丘
で
、
そ
の
工
法
は
版
築

（
層
状
に
土
を
突
き
固
め
て
重
ね
る
工
法
）
で
は
な
く
、
土
を
た
だ
盛
り
上
げ
た
工
法
で
あ
る
。
内
部
の
土
壌
は
、
黄
・
灰
（
青
）・
黒
・

赤
・
白
の
五
色
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
あ
り
、
と
く
に
黒
、
白
の
土
壌
は
外
部
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
調
達
し
た
と
い
う
。
封
土
を
上
か
ら
順
番
に
水

平
に
剥
い
で
い
っ
た
写
真
が
展
示
さ
れ
て
い
て
わ
か
り
や
す
い
。
封
土
の
下
に
は
円
形
の
白
土
層
が
現
れ
、
そ
の
形
は
玉
璧
の
よ
う
な
中

央
に
鍵
穴
の
よ
う
な
形
が
空
い
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
は
車
輪
の
ス
ポ
ー
ク
の
よ
う
な
二
〇
本
の
放
射
線
状
の
模
様
が
五
色
土
で
作
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
下
に
は
十
八
も
の
円
形
の
土
丘
が
あ
り
、
千
を
越
え
る
小
さ
な
土
偶
が
密
集
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
下
に
十
字
形

の
墓
室
が
あ
り
、
中
央
の
被
葬
者
の
主
人
の
周
り
に
は
東
西
北
に
三
人
ず
つ
、
南
に
一
人
の
殉
葬
者
が
埋
め
ら
れ
て
い
た
。

青
銅
器
、
玉
器
、
陶
器
、
金
箔
飾
な
ど
四
百
件
を
越
え
る
副
葬
品
が
出
土
し
た
。

　鍾
離
国
の
遺
跡
は
実
は
双
墩
一
号
春
秋
墓
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た）

11
（
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蚌
埠
市
の
東
の
鳳
陽
県
に
は
鍾
離
故
城
が
あ
り
、
二
〇
〇

七
年
に
は
故
城
近
く
で
卞
庄
鍾
離
墓
が
発
見
さ
れ
、「
童
鹿
公
柏
之
季
子
康
（
鍾
離
公
柏
の
子
の
康
）」
の
銘
文
の
あ
る
鐘
が
出
土
し
、
墓

に
は
や
は
り
十
人
も
陪
葬
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
蚌
埠
市
か
ら
遠
く
一
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
南
に
離
れ
た
安
徽
省
舒
城
県
で
は
す
で
に

一
九
八
〇
年
に
九
里
墩
春
秋
墓
が
発
掘
さ
れ
、
龍
虎
紋
四
環
鼓
座
が
出
土
し
、
安
徽
博
物
院
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
四
つ
の
円
形
の
環

（
持
ち
手
）
の
つ
い
た
太
鼓
の
台
座
に
一
五
〇
字
の
銘
文
が
あ
り
、「
鍾
離
公
魚
又
」
の
名
が
あ
っ
た
。
上
の
双
墩
一
号
墓
の
青
銅
器
の
戈

に
は
徐
国
の
名
と
と
も
に
鍾
離
君
が
徐
人
を
捕
ら
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
、
故
城
の
あ
る
安
徽
省
の
鳳
陽
県
を
拠
点
と
し
て
蚌

埠
市
と
舒
城
県
と
に
鍾
離
国
の
勢
力
圏
が
広
が
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
鍾
離
国
も
先
の
記
事
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
楚
と
呉
の
大
国

の
狭
間
に
あ
っ
て
前
五
一
八
年
呉
に
滅
ぼ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
蔡
昭
侯
の
即
位
の
歳
で
あ
っ
た
。

〈
鄂
君
啓
節
〉

　一
九
五
七
年
寿
県
東
南
郊
外
の
邱
家
花
園
で
農
民
が
発
見
、
舟
節
一
件
、
車
節
三
件
、
さ
ら
に
一
九
六
〇
年
に
も
舟
節
一
件
が
発
見
さ
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れ
、
鄂
君
啓
節
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
地
は
の
ち
の
楚
の
都
寿
春
城
の
一
角
で
あ
り
、
楚
が
遷
都
す
る
前
は
楚
の
領
域
下
の
下
蔡
城
で

あ
っ
た
。
現
在
北
京
の
国
家
博
物
館
に
舟
節
、
車
節
一
件
ず
つ
の
二
件
、
安
徽
博
物
院
に
同
じ
よ
う
に
舟
節
一
件
、
車
節
二
件
の
三
件
が

収
蔵
さ
れ
、
舟
節
一
件
と
車
節
一
件
の
真
件
が
並
べ
て
展
示
さ
れ
て
い
る
。
寿
県
博
物
館
の
二
件
は
複
製
品
で
あ
る
（
図
（7
）。
大
き
さ

は
舟
節
の
方
が
や
や
長
く
三
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
車
節
は
二
九
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
舟
節
と
車
節
を
割
り
符
と
し
て
符
合

さ
せ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
竹
を
か
た
ど
っ
た
舟
節
と
車
節
の
節
の
位
置
は
異
な
る
。
舟
節
の
二
件
、
車
節
の
二
件
を
符
合
さ
せ
れ
ば
、

車
節
の
一
件
が
余
る
こ
と
に
な
る
が
、
は
た
し
て
そ
の
よ
う
に
使
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
幅
は
と
も
に
七
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
厚

さ
は
舟
節
が
〇
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
車
節
が
〇
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。
文
字
は
舟
節
が
一
行
十
八
字
で

全
九
行
一
六
二
字
（
重
字
記
号
の
命
の
字
を
二
字
分
と
し
て
数
え
、
一
字
を
合
字
に
し
て
い
る
の
を
別
に
数
え
れ
ば
一
六
四
字
と
な
る
）、

車
節
は
一
行
十
六
字
で
全
九
行
一
四
四
字
（
一
字
分
の
一
車
の
合
字
を
二
字
、
重
字
記
号
の
命
を
二
字
分
に
す
れ
ば
一
四
七
字
、
二
十
は

廿
と
表
記
し
て
一
字
分
と
な
る
）
で
あ
る
。
撮
影
し
た
真
件
と
複
製
を
並
べ
て
比
較
し
て
み
る
と
、
博
物
館
が
展
示
の
た
め
に
制
作
し
た

複
製
品
の
技
術
と
特
徴
が
よ
く
わ
か
る
。
青
銅
自
体
の
色
合
い
や
錆
び
の
具
合
ま
で
忠
実
に
真
件
を
ま
ね
る
こ
と
は
な
く
、
真
件
の
方
は

年
月
に
よ
る
象
嵌
金
字
の
か
す
れ
具
合
な
ど
す
ぐ
見
て
取
れ
る）
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　こ
の
割
り
符
は
銘
文
で
は
金
節
と
称
し
、
楚
の
懐
王
（
在
位
前
三
二
八
～
前
二
九
九
）
が
前
三
二
三
年
に
鄂
君
啓
に
与
え
た
も
の
で
あ

る
。
関
所
を
通
過
す
る
と
き
に
こ
れ
を
提
示
し
す
れ
ば
免
税
の
優
遇
措
置
を
得
ら
れ
た
。
関
所
に
は
同
じ
金
節
が
置
か
れ
、
節
の
位
置
を

合
わ
せ
、
文
面
を
照
合
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
年
間
に
舟
は
三
隻
を
単
位
に
一
五
〇
隻
分
ま
で
、
車
は
五
〇
乗
分
ま
で
免
税
が
許
可
さ

れ
た
。
鄂
君
啓
は
み
ず
か
ら
の
領
地
の
鄂
の
市
を
出
発
し
、
終
着
は
楚
の
都
郢
で
あ
っ
た
。
途
中
の
経
路
と
し
て
舟
節
で
は
水
路
、
車
節

で
は
陸
路
が
記
さ
れ
て
い
る
。
舟
節
で
は
河
川
名
が
挙
げ
ら
れ
、
江
水
（
長
江
）
を
中
心
に
、
漢
水
、
夏
水
、
湘
水
、
沅
水
、
澧
水
な
ど

の
河
川
が
見
え
る
。
河
川
を
遡
り
、
河
川
を
下
り
、
ま
た
河
川
を
渡
っ
て
移
動
し
た
。
長
江
と
そ
の
支
流
が
中
心
の
経
路
で
あ
っ
た
。
陸
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路
の
方
は
、
陽
丘
、
邡
（
方
）
城
、
免
禾
、
梄
焚
、

陽
、
高
丘
、
下
蔡
（
寿
春
）、
居

な
ど
淮
水
以
北
の
地
名
が
多
い
。
淮
北
で
は

淮
水
の
支
流
を
横
断
す
る
経
路
を
と
り
水
運
を
利
用
し
て
い
な
い
。
最
初
に
鄂
君
啓
の
封
地
の
鄂
の
市
場
で
何
か
の
積
み
荷
を
し
、
最
後

は
積
み
荷
を
空
に
し
て
都
郢
に
入
っ
た
。
黄
金
と
革
（
よ
ろ
い
）・
箭
（
矢
）
の
輸
送
は
禁
ぜ
ら
れ
、
馬
牛
羊
に
は
あ
ら
か
じ
め
課
税
さ

れ
る
と
記
し
て
あ
る
の
で
、
そ
れ
以
外
の
何
ら
か
の
重
要
な
商
品
を
扱
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
鄂
の
地
は
銅
緑
山
が
あ
る
な
ど
銅
の
産
地
で

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
青
銅
の
原
料
の
銅
を
販
売
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
青
銅
（
銅
・
錫
・
鉛
の
合
金
）
は
祭
祀
・
軍
事
で
き
わ

め
て
重
要
な
材
料
で
あ
り
、
こ
の
金
節
自
体
の
素
材
で
も
あ
る
。
経
由
地
の
下
蔡
で
複
数
の
金
節
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
鄂
君

側
が
持
っ
て
い
た
複
数
の
金
節
が
何
ら
か
の
理
由
で
紛
失
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
符
合
す
べ
き
金
節
の
方
は
、
楚
の
都
郢
と
関
所
に
置
か
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　合
肥
市
の
北
城
世
紀
金
源
大
飯
店
宿
泊
す
る
。

○
六
月
二
九
日

　淮
北
平
原
の
調
査
を
終
え
て
帰
国
す
る
。
合
肥
市
の
新
橋
国
際
空
港
か
ら
上
海
浦
東
空
港
経
由
で
羽
田
空
港
に
到
着
す
る
。
移
動
が
多

く
過
密
な
日
程
で
あ
っ
た
が
、
事
前
に
計
画
し
た
史
跡
、
博
物
館
は
ほ
ぼ
訪
問
で
き
、
ま
た
現
地
の
情
報
で
新
た
に
日
程
に
加
え
た
場
所

も
あ
っ
た
。
淮
北
平
原
が
、
中
国
古
代
文
明
の
中
心
地
と
し
て
い
か
に
重
要
な
地
域
で
あ
っ
た
の
か
、
当
初
の
予
想
を
超
え
て
多
く
の
知

見
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
大
変
満
足
し
て
い
る
。
同
行
者
の
三
名
は
、
事
前
の
資
料
の
収
集
、
現
地
と
の
手
配
、
ま
た
現
地
で
の
撮
影
な

ど
に
尽
力
し
て
い
た
だ
き
、
筆
者
一
人
で
は
調
査
の
実
現
は
困
難
で
あ
っ
た
。
最
期
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

注（
（
）

　濱
川
栄
は
両
漢
交
替
期
の
農
民
反
乱
、
諸
群
雄
の
抗
争
の
背
景
と
し
て
最
重
要
経
済
地
域
で
あ
っ
た
淮
北
平
野
が
洪
水
被
害
に
さ
ら
さ
れ
続
け
て
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き
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
（『
中
国
古
代
の
社
会
と
黄
河
』
早
稲
田
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
（
）

　芍
陂
に
つ
い
て
は
村
松
弘
一
「
中
国
古
代
淮
南
の
都
市
と
環
境
─
寿
春
と
芍
陂
」『
中
国
水
利
史
研
究
』
二
九
号
、
二
〇
〇
一
年
、「
漢
代
淮
北
平

原
の
地
域
開
発
─
陂
の
建
設
と
澤
」『
東
洋
文
化
研
究
』
八
号
、
二
〇
〇
六
号
、「
後
漢
時
代
の
王
景
と
芍
陂
（
安
豊
塘
）」
狭
山
池
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

二
〇
一
二
「
た
め
池
築
造
と
偉
人
」
狭
山
池
博
物
館
参
照
。

（
（
）

　（
淮
南
市
博
物
館
編
著
『
淮
南
市
博
物
館
文
物
集
珍
』
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
（
）

　

https://ja.w
ikipedia.org/w

/index.php?title=

寿
県&

oldid（（（（（（0（

（
（
）

　許
宏
『
先
秦
城
市
考
古
学
研
究
』
北
京
燕
山
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
（
）

　蔡
昭
侯
墓
出
土
の
一
件
の
蔡
侯
申
銅
方
壷
は
北
京
の
中
国
国
家
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
〇
〇
年
に
筆
者
が
監
修
し
た
中
国
文
明
展
で

展
示
し
た
。

（
7
）

　『
管
子
』
第
二
二
巻
国
蓄
第
七
三
に
「
玉
は
禺
氏
に
起
こ
り
、
金
は
汝
、
漢
に
起
こ
り
、
珠
は
赤
野
に
起
こ
る
」
と
見
え
る
。
楚
の
汝
水
、
漢
水

流
域
は
金
の
産
地
で
あ
っ
た
。

（
（
）

　前
掲
許
宏
『
先
秦
城
市
考
古
学
』
一
〇
九
頁
。

（
9
）

　王
恩
田
「
鹿
邑
太
清
西
周
大
墓
與
微
子
封
宋
」『
中
原
文
物
』
二
〇
〇
二
年
第
四
期
。

（
（0
）

　周
運
中
「
楚
漢
決
戦
之
垓
下
在
今
霊
壁
県
考
」『
宿
州
学
院
学
報
』
第
二
六
巻
第
六
期
、
二
〇
一
一
年
。

（
（（
）

　辛
徳
勇
「
論
所
謂
“
垓
下
之
戦
”
応
正
名
為
“
陳
下
之
戦
”」（『
歴
史
的
空
間
與
空
間
的
歴
史
』
北
京
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
所
収
）、

佐
竹
靖
彦
『
項
羽
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
〇
年
）
も
辛
徳
勇
説
を
支
持
す
る
。

（
（（
）

　施
丁
「
陳
下
之
戦
、
垓
下
之
戦
是
両
事
─
與
陳
可
畏
、
辛
徳
勇
商
榷
」『
中
国
史
研
究
』
二
〇
〇
三
年
第
一
期
。

（
（（
）

　垓
下
の
戦
い
は
楚
漢
の
戦
争
で
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
映
画
や
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
筆
者
も
関
わ
っ

た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
「
古
代
中
国
よ
み
が
え
る
伝
説
」
第
二
集
「
項
羽
と
劉
邦

　王
者
の
条
件
」
二
〇
一
八
年
一
月
二
日
。

（
（（
）

　こ
の
時
代
に
つ
い
て
は
柴
田
昇
『
漢
帝
国
成
立
前
史

　秦
末
反
乱
と
楚
漢
戦
争
』
白
帝
社
、
二
〇
一
八
年
参
照
。

（
（（
）

　安
徽
省
文
物
考
古
研
究
所
・
安
徽
省
淮
北
市
博
物
館
編
『
淮
北
柳
孜
─
運
河
遺
址
発
掘
報
告
』
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
。

（
（（
）

　王
思
礼
・
頼
非
・
丁
衝
・
万
良
「
山
東
微
山
県
漢
代
画
像
石
調
査
報
告
」『
考
古
』
一
九
八
九
年
第
八
期
。

（
（7
）

　微
山
県
文
物
管
理
所
「
山
東
微
山
県
微
山
島
漢
代
墓
葬
」『
考
古
』
二
〇
〇
九
年
第
一
〇
期
。
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（
（（
）

　前
掲
『
考
古
』
論
文
。
鶴
間
和
幸
「
秦
始
皇
帝
諸
伝
説
の
成
立
と
史
実
─
泗
水
周
鼎
引
き
上
げ
失
敗
伝
説
と
荊
軻
秦
王
暗
殺
未
遂
伝
説
」（『
秦
帝

国
の
形
成
と
地
域
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年
所
収
）
で
は
微
山
湖
中
溝
南
村
画
像
石
、
微
山
島
郷
画
像
石
の
二
件
を
取
り
上
げ
た
。
万
荘
北
の
も

の
は
著
書
で
は
未
収
録
で
あ
る
。
微
山
島
画
像
石
全
般
は
馬
漢
国
主
編
『
微
山
島
漢
画
像
石
選
集
』
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
。

（
（9
）

　張
希
宇
「
微
子
墓
及
墓
碑
辨
偽
」（『
山
東
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』
一
九
九
六
年
第
四
期
）
は
微
子
墓
の
前
に
あ
る
漢
篆
微
子
墓
碑
の

漢
碑
で
は
な
く
、
後
世
の
偽
造
で
あ
る
と
い
う
。

（
（0
）

　山
東
省
済
寧
市
文
物
管
理
局
「
薛
国
故
城
勘
査
和
墓
葬
発
掘
報
告
」『
考
古
学
報
』
一
九
九
一
年
第
四
期
。

（
（（
）

　大
川
裕
子
「
范
蠡
三
徙
説
話
の
形
成
─
水
上
交
通
路
と
の
関
係
を
中
心
に
─
」『
中
国
古
代
の
水
利
と
地
域
開
発
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
五
年
、

第
三
編
第
一
章
。

（
（（
）

　「
山
東
菏
沢
元
代
沈
船
」『
二
〇
一
〇
中
国
重
要
考
古
発
見
』。

（
（（
）

　『
安
徽
省
博
物
館
名
品
展
─
中
国
悠
久
の
至
宝
─
』
高
知
県
立
美
術
館
、
一
九
九
九
年
。

（
（（
）

　安
徽
博
物
院
、
寿
県
博
物
院
の
パ
ネ
ル
参
照
。「
李
三
孤
堆
楚
墓
與
“
鋳
客
”
大
鼎
」http://w

w
w

.（（0doc.com
/content/（（/07（9/（7/�

（（9（（（（_（7（（（（970.shtm
l

。

　
　「
天
津
博
物
館
蔵
古
代
青
銅
器
賞
析
」http://w

w
w

.（（0doc.com
/content/（（/07（（/（（/（（70（（（（_（（（（9（（（（.shtm

l

。

（
（（
）

　「
安
徽
蚌
埠
双
墩
一
号
春
秋
墓
葬
」『
二
〇
〇
八
中
国
重
要
考
古
発
現
』。

（
（（
）

　
緒
杭
（
安
徽
省
文
物
考
古
研
究
所
）「
淮
河
中
游
鍾
離
国
墓
葬
考
古
重
大
新
発
現
」http://ch.ntnu.edu.tw

/files/archive/7（（-（（（c（（a（.
pdf.

。

（
（7
）

　日
本
で
は
筆
者
が
監
修
し
た
二
〇
〇
〇
年
横
浜
美
術
館
開
催
の
中
国
文
明
展
で
、
当
時
の
安
徽
省
博
物
館
の
舟
節
と
車
節
を
一
件
ず
つ
展
示
し
た
。

『
世
界
四
大
文
明

　中
国
文
明
展
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
二
〇
〇
〇
年
。
ま
た
二
〇
一
六
年
開
催
の
「
漢
字
三
千
年
─
漢
字
の
歴
史
と
美
─
」（
富
士
美
術
館
）

で
も
同
じ
安
徽
博
物
院
所
蔵
の
車
節
を
展
示
し
た
。
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中国淮北平原調査記図版

調査経路

0 50 100km
省境

安徽省

鄭

河

黄

河

潁

河

汝

河淮

湖
山
微

廃黄河

河
渦

河南省 江蘇省

山東省

巨野沢

定陶

商丘

豊 沛
棗荘薛

淮北
徐州

永城

大沢

毫州
淮陽

上蔡

駐馬店 新蔡

寿 淮南

合肥

安豊塘

衛
魯

曹

宋

陳

蔡 1

蔡 2 蔡 3

垓下

大野沢
（鉅野）

鴻

通
済
渠

溝



中
国
淮
北
平
原
調
査
記
（
鶴
間
）�

九
三

東方大平原の衛星画像

調査地の衛星画像

淮河

黄河

巨野

徐州

寿春
合肥

廃黄河

現運河

古運河

淮河

廃黄河

現運河

黄河の洪水（巨野）1933年

古運河唐沈没船復元

現黄河口

旧黄河口
開封西安

長江口

北京

淮水

黄河

廃黄河

画像処理：東海大学情報技術センター
データ：NASA MODIS  SUPPORT TEAM

画像処理：東海大学情報技術センター
データ：NASA MODIS  SUPPORT TEAM



中
国
淮
北
平
原
調
査
記
（
鶴
間
）�

九
四

1　調査時の車

2　安豊塘と石堤

3　芍陂の水源図（上は南）

4　蔡国と楚国の鼎8　新蔡故城

5　寿県城門と洪水時の冠水地点（左下）

蔡侯産の銅剣7

6

蔡侯産之用剣

蔡侯申方壺
寿県博物館

蓮鶴方壺
国家博物館

1933年代
朱家集李三孤堆楚王墓出土
東京国立博物館東洋館所蔵

楚の鼎蔡国の鼎
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12　穎河

9　北汝河

10　丞相李斯墓（安徽省上蔡県）

11　蔡国故城

14　鹿邑太清宮　老子の生誕地

13　平糧台故城遺址

15　梁孝王陵

16　陳勝墓
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19　垓下城図

20　柳孜遺跡から出土した唐三彩（柱を抱える獅子）

21　獅子山楚王陵の内部 17　大澤郷

22　獅子山楚王陵の兵馬俑 18　垓下遺址

23　薛城城壁の版築

24　大沙河
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27　宋国故城図

28　范蠡（陶朱公）墓

25　廃黄河橋（右下）と廃黄河

30　元代沈没船の復元

29　項梁墓

26　廃黄河の砂

31　1933年鉅野県の洪水

32　孔子聖迹図（明）西狩獲麟

宋国故城

睢陽城

古宋河
商丘故城
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35　淮河（淮水）安徽省蚌埠

36　毛沢東と楚王墓出土大鼎 33　獲麟台遺址

34　麒麟塚37　鄂君啓節

安徽博物館 真件寿県博物館 複製




